
 1 
 

 
 

高知県公立大学法人 
平成 26 年度業務実績報告書 

 
平成 27 年 6 月  
高知県公立大学法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 
 

◇目次                                          
 
◆法人の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
◆全体評価及び大項目評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７  
  １．全体評価 
  ２．大項目評価 
◆項目別実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10    

   第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標 
    １ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   10    
     （１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   10 
     （２）教育の内容等に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   18 
     （３）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   28 
     （４）学生支援に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   33   
     （５）学生の受入れに関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   45  
    ２ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   47  
     （１）研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   47   
     （２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   50  
    ３ 社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   53   
     （１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   53   
     （２）県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   59   
     （３）国際交流に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   60   

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   62   
   第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   65 
   第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検及び評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   67   

第６ その他業務運営に関する重要事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   67 
 



 1 
 

◇法人の概要                                         

◆基本的情報 
  【法人名】 高知県公立大学法人 

  【所在地】 高知県高知市池 2751-1 

  【設立団体】 高知県 

  【設立認可年月日】 平成 23 年 3月 22 日 

  【設立登記年月日】 平成 23 年 4月 1日 

  【沿革】  昭和 19 年 12 月 29 日 高知県立女子医学専門学校設立認可 

昭和 22 年  2 月 31 日 高知県立女子専門学校設立認可  

昭和 24 年  2 月 21 日 高知県立女子専門学校を母体とし、高知女子大学設立認可 

昭和 28 年  4 月 27 日 高知短期大学開学 

平成 10 年  4 月  1 日 高知短期大学に専攻科を新設  

平成 13 年  4 月    高知女子大学に大学院人間生活学研究科および健康生活科学研究科を設置  

平成 23 年  3 月 22 日 文部科学大臣設置者変更認可（高知県から高知県公立大学法人への変更）  

平成 23 年  4 月  1 日 高知女子大学を男女共学化により高知県立大学に校名変更 

                   大学の設置者を高知県公立大学法人に変更 

        平成 26 年  4 月  1 日 大学院看護学研究科共同災害看護学専攻を設置 

看護学研究科看護学専攻（博士課程）を設置 

人間生活学研究科人間生活学専攻（博士課程）を設置 

  【法人の基本的な目標（使命）】 

     地域に開かれた教育研究の拠点として、広く知識を授け、専門の学術を深く教授研究し、人間性豊かで高度な知識及び技能を有する有為な人材を育

成するとともに、優れた教育研究の成果を社会に還元し、もって地域社会の活性化及び国際社会の発展に貢献するため、地方独立行政法人法に基づき、

大学を設置し、及び管理することを目的とする。 

 

  【法人の業務】 

(１) 大学を設置し、及び運営すること。 

(２) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

(３) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

(４) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供をすること。 

(５) 大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

(６) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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◆組織・人員情報 
  【役員】 

  

 

  
 
 
 
 
  【教員数】     2014.5.1 現在           【職員数】       2014.5.1 現在 

区分 人数 
教授 ４２ 
准教授 ２６ 
講師 １６ 
助教 ３３ 
助手 ２ 

計 １１９ 
非常勤講師 １２１ 

合計 ２４０ 

            ※副学長を含む 
 
 
 

 

理事長 南 裕子  高知県立大学・高知短期大学 学長 

理事 青木 章泰  株式会社 四国銀行 会長 

理事 荻沼 一男 高知県立大学 副学長 

理事 金澤 一郎  国際医療福祉大学 大学院長 

理事 佐久間 健人  公立大学法人高知工科大学 学長 

理事 細居 俊明  高知短期大学 副学長 

理事 野嶋 佐由美  高知県立大学 副学長 

監事 上岡 義隆  社会福祉法人高知県社会福祉協議会会長 

監事 武田 裕忠  公認会計士武田裕忠事務所 所長 

区分 人数 
事務職員 ４０ 

計 ４０ 
非常勤職員・契約職員 ２８ 

合計 ６８ 
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◆審議機関情報 
  【経営審議会】                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  【高知県立大学 教育研究審議会】                  【高知短期大学 教育研究審議会】 

氏 名 役 職 等 備 考 

南 裕子 高知県公立大学法人 理事長 高知県立大学・高知短期大学 学長  

青木 章泰 高知県公立大学法人 理事  株式会社 四国銀行 会長  

岡﨑 順子 高知県文化生活部 部長  

荻沼 一男 高知県公立大学法人 理事  高知県立大学 副学長  

金澤 一郎 高知県公立大学法人 理事  国際医療福祉大学 大学院長  

土居 稔 高知県公立大学法人 事務局長  

佐久間 健人 高知県公立大学法人 理事  公立大学法人高知工科大学 学長  

細居 俊明 高知県公立大学法人 理事  高知短期大学 副学長  

野嶋 佐由美 高知県公立大学法人 理事  高知県立大学 副学長  

山本 邦義 株式会社 高知放送 代表取締役社長  

氏 名 役 職 等 

南 裕子 学長 

細居 俊明 副学長 地域連携センター長 

土居 稔 事務局長 

小林 直三 学生部長 

田上 日出男 事務局次長 

山田 覚 総合情報センター長 

下山 憲二 教務委員会委員長 

氏 名 役 職 等 

南 裕子 学長 

野嶋 佐由美 副学長 健康生活科学研究科長 

荻沼 一男 副学長 学生部長 生活科学部長  

地域教育研究センター長 

土居 稔 事務局長 

岩倉 秀樹 文化学部長 

中野 綾美 看護学部長 

宮上 多加子 社会福祉学部長 
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◆学生に関する情報 
  【高知県立大学 学士課程】                          2014.5.1 現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和田 安彦 健康栄養学部長 

林 博則 事務局次長（総括） 

田上 日出男 事務局次長 永国寺事務室長 

藤田 佐和 看護学研究科長 

杉原 俊二 人間生活学研究科長 

山田 覚 総合情報センター長 

池田 光徳 健康長寿センター長 

清原 泰治 地域教育研究センター長代理 

五百蔵 高浩 教務部長 

時長 美希 健康管理センター長 

長澤 紀美子 国際交流委員会委員長 

学部・学科 収容定員 在学者数 

文化学部 文化学科 ３３０ ３６９ 

看護学部 看護学科 ３２０ ３３４ 

社会福祉学部 社会福祉学科 ２８０ ２９２ 

健康栄養学部 健康栄養学科 １６０ １６４ 

計 １，０９０ １，１５９ 
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  【高知県立大学 大学院】                           2014.5.1 現在 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

【高知短期大学】                               2014.5.1 現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究科 収容定員 在学者数 

看護学研究科（博士前期課程） ３０ ３１ 

看護学研究科（博士後期課程） ９ ２８ 

看護学研究科（共同災害看護学 博士課程） １０ ２ 

人間生活学研究科（博士前期課程） ３６ ２９ 

人間生活学研究科（博士後期課程） ９ １０ 

健康生活科学研究科（博士後期課程） １８ ４ 

計 １１２ １０４ 

学科・専攻科 収容定員 在学者数 

社会科学科 ２４０ ２５６ 

専攻科 １５ ８ 

計 ２５５ ２６４ 
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◇全体評価及び大項目評価                                      

１．全体評価 

中期計画期間の４年目として計画したすべての事項について、着手または実施を図り、計画どおりあるいは、それ以上の成果を上げることができた。 
全体的な実施状況は、148 項目にわたる平成 26 年度計画の達成項目中、年度計画を上回って実施している「Ｓ」評価項目が５項目、年度計画を十分に実

施している「Ａ」評価項目が 143 項目、年度計画を十分に実施していない「Ｂ」評価、及び年度計画を実施していない「Ｃ」評価に該当する項目はなかっ

た。 
 
２．大項目評価 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   １ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 
すべての事項について、計画どおりあるいはそれ以上に実施することができた。 

 教育の質の向上に関する目標を達成するための年度計画の実施状況は、73 項目にわたる達成項目中、年度計画を上回って実施している「Ｓ」評価項

目が２項目、年度計画を十分に実施している「Ａ」評価項目が 71 項目という結果であった。 
    計画を上回って実施できたのは以下の項目である。 
  ①本学はプログラム申請大学として、国公私立５大学の合意形成を行い、我が国初の５大学による「博士課程共同災害看護学専攻」を設置した。  

大学として、プログラム全体の進行状態の管理を行った。平成 26 年度は、24 名の受験生の中から 11 名（うち本学は２名）の入学生を確保するこ

とができた。この国内初となる５大学による共同大学院の取り組みは、文部科学省が補助事業として実施する「世界に通用する質の保証された学

位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革」を強力に進める革新的な取組みとして非常に注目された。カリキュラムは５大学の強み

と人材を生かし、グローバルリーダーを養成するための豊富な科目構成となっており、また、遠隔地にある５大学の教育は、ラーニングマネジメ

ントシステムとテレビ会議システムを複合的に組み合わせた遠隔講義を、先進的な大学院教育の実践モデルとして行った。（No26）※一部抜粋 
  ②進路選択の支援、国家試験の支援を行った結果、就職 100％、看護師国家試験合格 100％、保健師国家試験合格 100％、助産師国家試験合格 100％

であった（看護学部）。就職情報の提供や相談・指導等を行った結果、3 月末時点での就職決定率は 100％であり、社会福祉士国家試験合格率は 71.4％
（福祉系大学等新卒平均 45.4％）、精神保健福祉士国家試験合格率 95.7％（同 71.8％）と高い水準を維持した（社会福祉学部）。国家試験対策の授業、

講座を行った結果、新卒者の管理栄養士国家試験の合格率は 95％であり、昨年度（97％）に引き続き高い率を維持した（健康栄養学部）。（No52）
※一部抜粋 
 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   ２ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 
すべての事項について、計画どおりあるいはそれ以上に実施することができた。 

  研究の質の向上に関する目標を達成するための年度計画の実施状況は、15 項目にわたる達成項目中、年度計画を上回って実施している「Ｓ」評価項
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目が１項目、年度計画を十分に実施している「Ａ」評価項目が 14 項目という結果であった。 
  計画を上回って実施できたのは以下の項目である。 

①科学研究費助成事業の申請について応募説明会を開催するなど、応募件数の増加に向けた取り組みを行い、教職員の努力の結果、応募件数は県

立大学が 43 件、短期大学が７件で、応募可能な教員の 7 割以上が応募した。このうち、県立大学の採択件数は 26 件となり、約 51％の採択率は、

全国の大学において有数の実績である。（No76） 

 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   ３ 社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための措置 
すべての事項について、計画どおりあるいはそれ以上に実施することができた。 

  社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための年度計画の実施状況は、20 項目にわたる達成項目中、年度計画を上回って実施している「Ｓ」

評価項目が１項目、年度計画を十分に実施している「Ａ」評価項目が 19 項目という結果であった。  
  計画を上回って実施できたのは以下の項目である。 

①地域住民や行政と協働して、学生が主体的に地域の課題解決に取り組む活動を支援するため、地域教育研究センターでは地域の活性化を目指す学

生たちの主体的な取り組みである「立志社中」を実施した。8 プロジェクトが採択され、266 名の学生が参画し、地域課題の解決に向けて活発に活

動した。中間報告会と最終報告会を開催し、活動の成果を検証するとともに、地域住民による評価を受けた。平成 25 年度後期に取り組んだ地域課題

に関するモデル事業の実施状況に関しては、県内の関係機関に周知する目的で地域連携事業報告集を作成し発送した。また、学生ボランティア「イ

ケあい」の「広島土砂災害復旧支援」の活動は平成 25 年度の「ぼうさい大賞」に続き、平成 26 年度消防庁長官賞を受賞するなど、2 年連続で全国

的に高い評価を得た。（No89）※一部抜粋 
 
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

すべての事項について、計画どおりに実施することができた。 
  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための年度計画の実施状況は、13 項目にわたる達成項目中、年度計画を十分に実施している「Ａ」

評価項目が 13 項目という結果であった。 
   
第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置 

すべての事項について、計画どおりに実施することができた。 
  財務内容の改善に関する事項を達成するための年度計画の実施状況は、9 項目にわたる達成項目中、年度計画を十分に実施している「Ａ」評価項目

が 9 項目という結果であった。  
 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検及び評価 
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すべての事項について、計画どおりに実施することができた。 
  教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検及び評価の年度計画の実施状況は、4 項目にわたる達成項目中、年度計画を十分に実施

している「Ａ」評価項目が 4 項目という結果であった。 
 
第６ その他業務運営に関する重要事項 

すべての事項について、計画どおりあるいはそれ以上に実施することができた。 
  その他業務運営に関する重要事項の年度計画の実施状況は、14 項目にわたる達成項目中、年度計画を上回って実施している「Ｓ」評価項目が１項

目、年度計画を十分に実施している「Ａ」評価項目が 13 項目という結果であった。  
  計画を上回って実施できたのは以下の項目である。 
 ①公立大学法人高知工科大学との法人統合に向け、新たに高知工科大学と統合後の法人本部が使用する永国寺キャンパスの整備とその運用について

調整を図りつつ、両法人で異なる人事制度や組織、規程やシステムなど多岐にわたる多くの困難な課題について、関係者と精力的に協議・調整等を

進めた結果、我が国初となる公立大学法人の統合を平成 27 年 4 月に実現した。（No146） 
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◇項目別実施状況                                 

 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   １ 教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 

ア 育成する人材 

（ア） 高知県立大学 

ａ 学士課程 
① 学部教育にあっては、豊

かな教養と専門的知識と、

学士力をそなえた人材を

育成するために、教養教育

の体制を整え充実させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 各学部はそれぞれの教育

目標に記載した能力を有

する人材を養成するよう

教育環境を充実し、定期的

にカリキュラム評価を行

い、改善する。 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ア 育成する人材 

（ア） 高知県立大学 

ａ 学士課程 

①-1  共通教養教育の自己点検評価の結果

に基づき、共通教養教育の課題と改善

点を明らかにし、共通教養科目の再編

成と実施体制の整備を行う。 

 

①-2 教職専門教育課程における継続課題の

取り組みの総括を行い、その成果と新

たな課題を明らかにする。(No.1) 

 

 

【共通教育部会】 

平成 27 年度から実施する共通教養教育科目の

科目区分に「域学共生科目」を追加し、各科目区

分へ科目配置の見直しと科目の増設・充実を行っ

た。また、「域学共生科目」に新設する必修科目「地

域学実習 I」の実施計画を策定した。 

 

 

【教職課程専門委員会】 

教職課程受講希望者については、学生本人が所

定の用紙に記入し、それを各学部で管理すること

になった。文化学部の新カリキュラム移行にとも

ない、教科に関する専門教育科目（国語・英語）

を精選した。また、「学生便覧」における教職課程

関連の記載事項を総点検し、課題を明らかにした。

 

Ａ 

 

 

 

 

 

②‐1 各学部において掲げる教育目標や養

成する人材像を養成するよう、引き続

き共通教養教育と専門教育の連携上の

課題に取り組み、その評価を行う。                     

    また、学部や専門領域を越えて、地

域課題を解決し、地域の活性化に貢献

する人材を育成するため、平成 27年度

から実施する新カリキュラムを確定す

るとともに、開講に向けた体制整備を

行う。(No.2)                                   

     

 

 

 

 

 

【全体】 

学生の学習意欲の向上、計画的な履修指導と教

育の国際化に対応し、単位の実質化を目指す仕組

みとしての GPA 制度を新規検討し、平成 27年度

からの導入への道筋をつけた。加えて、GPA 制度

に基づいた履修登録上限単位制度(CAP)の改訂を

検討し、さらに履修規程の改正を実施した。 

【文化学部】 

平成 27 年度からの言語文化系、地域文化創造

系、文化総合系の 3系 10 領域を中心とする新カ

リキュラムの実施に向けた規程等の検討・整備を

行った。 

【看護学部】 

平成 25 年度末に実施したカリキュラム評価の

結果とそれに基づく改善策について、フィードバ

ックの会を開催し、学生に公表した。履修モデル

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

については、好意的な意見が約 50名からあり、

学生の指針となっていると考える。また、学生か

らの意見に基づく改善策として、専門科目の一部

再編成、国際化への対応など平成 27年度のカリ

キュラム編成に反映した。 

【社会福祉学部】 

新カリキュラムについて、配置年次や問題点が

ないか検討した。その結果を整理し、Ｈ27年度

の履修モデルを作成した。 

【健康栄養学部】 

専門教育のカリキュラムを改善し、Ｈ27年度

からの実施を決定した。 

【共通教育部会】 

平成 27 年度から実施する共通教養教育科目の

科目区分に「域学共生科目」を追加し，各科目区

分へ科目配置の見直しと科目の増設・充実を行っ

た。また、「域学共生科目」に新設する必修科目「地

域学実習 I」の実施計画を策定した。 

 

ｂ 大学院課程 

各研究科の理念に記載した

人材を養成するために、各専

門分野において、地域社会の

問題をはじめ、国内外の諸課

題を解決できる能力を養う教

授研究を行う。 
 

ｂ 大学院課程 

①-１ 看護学研究科及び人間生活学研究科

に博士後期課程を設置し、学生を受け

入れ、新たな専門知識の蓄積・精選・

拡充に貢献できるような高度な研究能

力、国際的・学際的に研究を推進する

能力を要する研究者の育成に重点を置

いた教育を実施する。(No.3) 

 

【看護学研究科】 

①平成 26 年 4月からの看護学研究科再編に伴

い、看護学研究科博士後期課程としての教育の目

的を制定し、その理念・目的のもとに、博士前期

課程、後期課程のアドミッションポリシー、カリ

キュラムポリシー、ディプロマポリシーを制定

し、大学院案内や入学時オリエンテーション資料

等に明示し、周知した。最終試験は、ディプロマ

ポリシーに基づき実施した。 

②博士後期課程の研究計画書および博士論文

の審査基準を作成し、学生に周知するとともに公

表し、審査基準に基づき審査を行なった。 

③博士後期課程設置に伴い、博士前期課程の研

究コースの教育課程の見直しを行い、博士前期・

後期課程とつながる教育・研究者育成を目標とす

る新たな 3コースを（成人看護学(慢性期)・小児

看護学・地域看護学）前期課程に開設することに

した。 

 

 Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

【人間生活科学研究科】 

①大学院改編後のアドミッションポリシーに

沿って、大学院の情報冊子等を作成し、新聞やラ

ジオによる情宣など広報を積極的に行った。 

②単位の実質化を念頭に置いた授業実施体制

を実施した。 

③入試体制変更後のディプロマポリシーの妥

当性について引き続き検証した。 

④認定社会福祉士の科目認証申請について、情

報収集を行い導入についての検討を続けた。 

 

（イ）高知短期大学 
 短期大学士にふさわしい教

養と専門的能力を育成するた

めに、教養教育と社会科学の

専門教育の連携した教育を進

めるとともに、実際生活に必

要とする能力及び地域の担い

手としての意欲と能力を育成

するためのカリキュラムを整

備する。 
 

（イ）高知短期大学 
①-１ 社会と学生の要請を踏まえ、教養教育

と専門教育とを連携させた教育を行

う。（No.4） 

現行の設置科目を活かし、ニーズを踏まえた教

教育を実施した。また「短大の発展的解消」に対

応しつつ、科目選択の多様性を確保することによ

り、教養教育と専門教育とを連携させた教育を進

めるために、次年度からの県立大学との単位互換

単位数拡大を準備した。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 社会と学生の要請を踏まえ、職業や実

際生活で必要とする能力を育成するプ

ログラムを実施する。（No.5） 

正規科目の「社会人基礎力養成講座」、「社会科

学演習（進路ゼミ）」、「消費生活論」、「現代産業

論」などで特に実際的な能力を高める教育を盛り

込んだ。 

 

 

Ａ 

 

 

①-３ 演習など少人数教育のメリットを活 

かした教育を進める。（No.6） 

 

少人数教育が効果的に行えるように、必要な演

習数を設置し、各演習では個別指導を重視し、実

施した。 

 

 

Ａ 

 

①-４ 現代社会、地域社会の現実から学ぶ機 

会を積極的に位置づけ、地域に密着し

た教育プログラムの整備を進める。

（No.7） 

 

 社会科学科の「高知学」、「地域経済論」「消費

生活論」、専攻科の「地域政策演習」「地域政策特

講」などにおいて、地域と現実社会の課題に対応

した教育を進めた。 

 

Ａ 

 

 

イ 教育の成果の検証 

① 学生による授業評価を活

用し、教育成果を検証する

とともに、教育の質の改善

に役立てる。 

イ 教育の成果の検証 

①-１ 授業評価の分析結果に基づく授業改

善の対策を立案し、計画的に取り組む。

（No.8） 

 

【全体】 

平成 24 年度、25 年度授業評価報告の作成と公

開を行った。さらに、授業評価アンケートの見直

し（回収率の向上・設問の再検討・集計方法の刷

新と分析方法の再検討）を行い、一部施行し平成

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 年度より実施できる体制を構築した。 

【文化学部】 

学生による授業評価の結果に対して担当教員

が所見を作成し、それを踏まえた教育改善の取組

みについて検討を行った。 

【看護学部】 

平成 25 年度末に実施したカリキュラム評価、

到達度評価、及び授業評価の結果に基づき、専門

科目の一部再編成、国際化への対応などの改善策

を策定し、平成 27 年度からの実施を学部全学生

対象に開催したフィードバックの会で公表した。 

【社会福祉学部】 

学生による授業評価の結果について、担当教員

が授業内容や方法について検討し、改善を行っ

た。介護福祉士資格関係科目については、独自に

授業評価を実施し、結果を介護コース内で共有化

したうえで、授業内容や学年配当について検討し

て改善を行った。 

【健康栄養学部】 

学生による授業評価を通して、効果的な授業の

あり方や方法について検討し、各自Ｈ27 年度の

授業に生かすこととした。 

【共通教育部会】 

年度計画に基づき、県民開放授業の県民受講者

に対しも授業評価を行った。評価は「よくわかり，

知ることのおもしろさを実感した」という趣旨の

評価が多数あった。 

【教職課程専門委員会】 

学生からの授業評価アンケート、専任教員及び

非常勤講師からの所見、ともに 90％と回収率が

高かった。所見について集約と共有化を行った。 

【短期大学】 

質問項目などを検討・整理した上でアンケート

を実施し、その集計結果を授業改善に活かすため

に教員間で集計結果を共有するとともに、非常勤

教員にも個別に通知した。また、教員間の授業参

観を進めた。 



 14 
 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

② 各学部・学科・研究科に

おいて、目標とする“養成

する人材”“学習成果の達

成”がなされているかを定

期的に調査し、教育の効果

を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-１ 国家試験及び採用試験の結果を分析

し、教育の成果を検証して課題を抽出

し、教育方法の改善に活用する。（No.9） 

【文化学部】 

日本語検定、漢字検定、TOEIC-IP、TOEFL の試

験をそれぞれ複数回学部で実施し、学生の学力を

評価するとともに、とくに教職課程の学生指導に

活かした。また、卒業前の 4回生にアンケートを

実施し、学部教育の自己点検・評価に役立てた。 

【看護学部】 

平成 25 年度の国家試験の結果および定期試験

の結果を踏まえ、継続して実施している国家試験

対策講座の内容に反映させた。結果として、看護

師、保健師、助産師ともに 100％の合格であった。

また、低学年から、基礎となる専門的知識を看護

専門科目の内容に統合しながら習得していける

よう、科目間の関連を持たせた講義内容の組み立

てなどの改善を行った。 

【社会福祉学部】 

平成 25 年度の国家試験の合否と対策プログラ

ム内容を検討して、一部の対策プログラムの修正

（模擬試験の自己採点結果の集約、個別面談シー

トの作成、個別面談時期の変更等）を図った。 

【健康栄養学部】 

国試対策の「管理栄養総合演習Ⅱ」を通年科目

とし、30回国試対策授業を行った。また、1月に、

4回生向け国試対策講座を各分野担当教員が合計

50時間行った。結果として、新卒者の管理栄養

士国家試験の合格率は 95％であった。 

【看護学研究科】 

各領域の該当する修了生の認定試験支援を行

い専門看護師 12名、認定看護管理者４名の合格

者を出した。また、前年度の修了生に対する質問

紙調査などの結果をふまえ、各領域でシラバスの

内容、実習方法などの改善に取り組んだ。 

 

Ａ 

 

 

②-２ 到達度調査、卒業・修了前調査などの

調査を継続して実施するとともに、調

査結果を分析し、課題を抽出して対策

を検討する。（No.10） 

【文化学部】 

日本語検定、漢字検定、TOEIC-IP、TOEFL の試

験をそれぞれ複数回学部で実施し、学生の学力を

評価した。また、学部教育の充実のために卒業前

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 卒業生・修了生による教

育評価、就職先等による評

価を求め、その結果を教育

の改善に活用する。 

 
 
 
 
 
 

の４回生にアンケートを実施した。 

【看護学部】 

看護技術教育の内容･方法に関する調査を実施

し学習到達度を評価し、明らかになった課題の解

決とコアカリキュラムの看護実践能力の育成を

目指し、講義－演習－実習の有機的連携を意図し

た授業の組み立てへと改善し実施した。 

【社会福祉学部】 

平成 25 年度卒業生アンケートを集計した結果

を、自己点検・評価報告書の教育成果として反映

した。 

【健康栄養学部】 

引き続き、管理栄養士専門的能力到達度アンケ

ートを実施し、昨年度と同じく、全国と同様の状

況であることを確認した。 

【看護学研究科】 

平成 25 年度修了生から得た質問紙の分析結果

を、研究科委員会で共有し、改善点を検討し、38

単位のカリキュラムにおいて実習に必要な科目

の開講時期の見直しを行った。 

【人間生活学研究科】 

修了前調査を実施し、課題の把握を行い、課題

への対応に関して、学務委員を中心に検討し改善

策をまとめた。また、修士論文発表会と連動して

研究交流会を２回実施し、修了生および院生から

の大学院教育・指導に関する意見聴取を行った。 

                                         

③-１ 卒業生・修了生による教育に関する調

査を実施するとともに、調査結果を教育

内容の改善に生かす。（No.11） 

【文化学部】 

学部 HP を利用したオンラインによる卒業生ア

ンケート調査を初めて実施し、学部の授業が現在

役立っているとの回答が過半数を占め、純粋に学

べることが楽しめる学部であってほしいや少人

数教育の継続を求める意見があり、学部教育の自

己点検・評価に役立てるとともに、有意義であっ

たためオンラインによるアンケートを次年度の

計画に盛り込んだ。 

【看護学部】 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知女子大学看護学会、同窓会、領域の交流会

や研修会の機会を通じ、卒業生から教育に関する

意見聴取を行った。演習・実習における教員や

TAを活用したスモールグループの対応について

肯定的な評価があり、TAの雇用・活用を継続し、

スモールグループでの効果的な学習が行えるよ

うにした。 

【社会福祉学部】 

学部教務委員会を中心に、学部基本科目と三福

祉士指定科目の配置を中心に検討し、履修モデル

を作成した。 

【健康栄養学部】 

昨年度に引き続き、就職セミナーのために来訪

した卒業生へ本学の授業内容などに対するアン

ケートを試行した。今後、授業改善に役立てるこ

ととした。 

【看護学研究科】 

修了生への質問紙調査の結果を分析し、研究科

委員会にて博士前期課程の各領域と検討し、実習

方法の改善を行った。また、分析結果から強化の

必要な内容について検討し、大学院生対象の特別

講義を 3回、修了生の会を各領域複数回、実施し

た。 

【人間生活学研究科】 

 従来の調査において抽出した課題から、合同指

導会の開催や研究計画書の提出期限を変更した。 

【短期大学】 

本学 60 年史作成の際に寄せられたメッセージ

などを素材に、ＦＤ会議において、これからの社

会人教育や夜間教育のあり方について、今後に引

き継ぐべき点を確認した。 

 

③-２ 就職先調査及びヒアリングを実施し、

教育上の課題を明らかにするとともに、

教育内容・教育方法の改善に取り組む。

（No.12） 

 

【文化学部】 

高知県中小企業団体中央会との連携事業とし

て外部講師を招聘した講座を開催した。また、イ

ンターンシップ先の企業・機関を招いてインター

ンシップ報告会を開催し、学生の企業実習の取り

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組みを点検し、次年度の企業実習の計画に活かし

た。 

【看護学部】 

卒業生・修了生の実践の様子や職場への適応状

態、研修会での活動状況など、卒業生・修了生の

動向について、県内外の主たる就職先からヒアリ

ングを実施し、在学中から卒業後につながるキャ

リア支援のためのガイダンスや特別講義の企画

案に活かし、実施した（5回）。 

【社会福祉学部】 

福祉施設等への実習巡回時にヒアリングを実

施した。また 3福祉士それぞれの実習連絡協議会

においても意見を聴取して、次年度の実習教育

（実習のてびきを分冊にするなど）の改善に生か

した。 

【健康栄養学部】 

就職セミナーに招いた卒業生から、社会人とな

って判明した学生時に学んで良かった事、学ぶべ

きであったことを聴取した。 

学外実習の訪問時や、実習報告会の際に指導者

から意見を聴取して必要な教育内容の示唆をい

ただいた。これらを今後の授業改善に役立てるこ

ととした。 

【看護学研究科】 

修了生が複数以上就職している施設や行政に

対して、修了生の活動実績や大学院教育への期

待、修了生の実践内容や職場への適応状態、研修

会での活動状況などについてヒアリング調査を

実施し、教育目標ごとに教育内容を分析・評価し、

次年度の計画に活かした。 

【人間生活学研究科】 

これまでの実績に基づき、大学院前期課程と後

期課程の論文評価基準についての検討を行い、そ

れぞれの案を策定した。 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

（２）教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

（ア） 学士課程 
① 教養教育において、大学

教育において身につけて

おくべき基礎的な素養を

体得すえうカリキュラム

を編成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 専門教育においては、学

部ごとに、教育の目的・目

標を達成できる体系的な

カリキュラムを編成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 高知県立大学 

（ア） 学士課程 

①‐1 共通教養教育の自己点検評価の結果

に基づき、共通教養教育の課題と改善

点を明らかにし、共通教養教育科目の

再編成と実施体制の整備を行う。 

①‐2 教職専門教育課程における継続課題

の取り組みの総括を行い、その成果と

新たな課題を明らかにする。(No.13) 

【共通教育部会】 

「域学共生科目」に配置する科目のうち、1回

生の履修科目を「市民として生きていく上で地域

課題に取り組むことの意味と意義を学び考える

科目」、2回生以上の履修科目を「専門教育にお

ける教育成果を活かしつつ、地域社会において住

民と共に生きるために必要な能力を培う科目」と

して位置づけるよう設計した。 

【教職課程専門委員会】 

高知県教育委員会の高知県教育センターおよ

び中部教育事務所と連携し、「教育実習」「教職実

践演習」を開講した。今年度は特に、「教育実習」

の事前指導を充実させた。「教師教育コンソーシ

アム高知」を本学、高知大学、高知工科大学、高

知学園短期大学の間で、締結した。教職課程科目

の単位互換については締結しないこととした。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 共通教養教育と専門教育の連携上の

課題の解決に全学、部局レベルで取り

組み、その成果と課題を明らかにする。 

引き続き、平成 27年度に拡充が予定

されている文化学部のカリキュラムを

確定し、新カリキュラムの導入に向け

て学内の整備を行う。(No.14)  

 

【文化学部】 

新カリキュラム導入に伴う課題を明らかにし、

長期履修制度と履修内規を新たに定めた。 

【共通教育部会】 

域学共生科目」と学部専門教育科目を組み合わ

せ，地域共生推進士養成プログラムを設計した。 

 

Ａ 

 

②-２ 文化学部（No.15） 

・平成 27 年度からのカリキュラムの拡

充及び夜間主コースの設置に伴う新カ

リキュラムを確定し、新カリキュラム

の導入に向けた体制を整備する。 

 

平成 27 年度からの言語文化系、地域文化創造

系、文化総合系の 3系 10 領域を中心とする新カ

リキュラムの実施に向けて、必要な規程等を検

討・整備するとともに、平成 27年度の専門教育

科目・共通教養教育科目の開講科目を決定した。 

具体的には、昼間と夜間の新カリキュラム導入

に伴う課題を明らかにした上で、履修規程・履修

内規を定めるとともに、履修内規を定め長期履修

制度を導入した。新カリキュラム移行にともな

い、教科に関する専門教育科目（国語・英語）を

精選した。夜間主についての固有の問題を検討

 

Ａ 

 

 



 19 
 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、１年時入学生と３年時入学生が双方卒業まで

の履修を進めていくことのできる体制を整備し

た。 

 

②-３ 看護学部（No.16） 

・平成 25 年度は、80 人体制の看護実習が 

１年次から４年次まで初めて実施された 

ので、平成 26 年度は実習についての全体 

評価を行うとともに、実習体制・目標・ 

内容・方法、講義・演習とのつながりを

評価し、改善に取り組む。 

・平成 26 年度から開始されるＪＡ高知病

院、四国こどもとおとなの医療センター

での助産看護実習について、実習体制を

整え、実施し、教育効果を評価する。 

・社会人入学生の学習ニーズや学習上の

課題を把握し、次年度に向けて改善策を

検討する。 

・今年度変更、新設したカリキュラムに

ついて、その成果や課題を検討する。

  

①実習の教育成果と改善点について、各領域で平

成 25年度の実習目標到達状況に対する自己評価

表等の結果をもとに、実習の展開方法、提示する

課題の見直しと変更等、改善を行った。 

②平成 25 年度に実施した医学的知識を看護に統

合する教育課程の検討結果に基づき、専門基礎科

目の一部について時間数および開講時期の変更

を行った。 

③新規の病院実習（助産看護）については､実 

習体制を整え、効果的な実習を実施した。結果と

して、8名が助産師国家資格を取得した。 

④社会人入学生の学習上のニーズについて、学

生・教員より意見を聞き、学生のニーズをふまえ

たカリキュラム編成であることを確認した。ま

た、社会人入学生既習得単位の単位認定のシステ

ムを確立した。 

⑤国際化に対応する科目について、授業評価の結

果、学生の満足度、目標達成度は高いが、履修学

生が少ないという課題が見いだされ、履修促進の

ために時間割配置や呼びかけ等の工夫を行った。 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-４  社会福祉学部（No.17） 

・平成 25 年度に大幅改正したカリキュラ

ムを新入生に適用して、実施上の問題点

や課題がないか検討する。  

新カリキュラムについて、配置年次や問題点が

ないか検討した。その結果を整理し、Ｈ27年度

の履修モデルを作成した。 

 

Ａ 

 

 ②-５ 健康栄養学部（No.18） 

・平成２５年度が完成年度であったので、

これまでの実績を検証しカリキュラムの

見直しを図るが、基礎となる「共通教育

科目」と「健康栄養基礎」のあり方につ

いても見直す。            

・全体のカリキュラム見直しの中で、大

学での学びの仕方の基本を身につける

「健康栄養応用」のカリキュラム検討を

入学前学習として 3月に未履修科目をテレビ、

ラジオ講座で学ばせた。 

（健康栄養基礎）    

15 回のうち５回を基礎生物学、5回を生活の中

の科学（統計学を 3回含む）、5回を基礎化学に

あてた。全員に関数電卓を貸与し、物理と数学

IIを復習させた。これらのことにより高校での

数学や科学の学びが足りない学生に対しても、共

通教養教育科目と専門教育科目を学ぶ足がかり

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

③ 教養教育と専門教育の連

携を図るカリキュラムを

編成するために、課題を明

確にし改善を行う。 
④ 変化する社会からの要請

や専門領域の新たな知見を

分析し、教育内容を継続的

に改善するとともに、生涯

学び続ける姿勢をはぐくむ

教育内容を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う。 とした。 

（健康栄養応用） 

専門教育科目を学ぶための基礎教育として、有

機化学の授業を行った。 

 

③-１ 共通教養教育と専門教育の連携上の

課題について取り組み、全学、部局レ

ベルでの各々の課題の取り組みについ

て評価を行う。（No.19） 

教育上の工夫に関する実施事例の全学的収集

の実施を提案した。 

 

 

Ａ 

 

 

④-１ 専門職者としてのアイデンティティ

の形成を促し、生涯発達を支援するた

めに、入学時、臨床実習開始前、進路

決定前、卒業前など、学生の学習進度

や時機のニーズに応じたオリエンテー

ション講義の充実を図る。（No.20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門職者としてのアイデンティティの形成を

促し、生涯発達を支援するために各学部で以下に

取り組んだ。 

【看護学部】 

入学時より、オリエンテーションを実施すると

ともに、各学年に自覚促進のミニレクチャーも実

施した。今年度は、領域の専門性に特化した情報

交換会や、海外で災害看護やナース・プラクティ

ショナー(NP)活動の経験のある卒業生、修士学生

等の講演会を全学年に呼びかけ開催した。教職課

程に関するオリエンテーションを入学生・2回生

に企画実施した。また、3回生には進路選択を視

野にいれたオリエンテーションを実施した。4回

生には、就職試験・国家試験に関するオリエンテ

ーション、専門職者としての卒業後の学会活動に

ついて企画実施した。 

【社会福祉学部】 

入学時の 3福祉士資格、2年次の精神保健福祉

士、4年次の国家資格と就職に関するオリエンテ

ーションを実習委員会や就職委員会等関連する

教員が実施し、説明内容について充実を図った。 

【健康栄養学部】 

全ての臨地実習や施設見学の前にオリエンテ

ーションの授業を行った。 

社会で活躍する卒業生を招いての就職セミナ

ーを実施し、専門職としての自覚を促した。 

 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 各学部とも、専門教育を

通して地域の課題を取り上

④-２ 平成 24・25 年度の授業評価の分析結

果に基づき、自律的な学びを高めるた

めの教員の教育力の向上のための課題

に取り組む。                    

全学および各部局のＦＤ委員会活動と

連係し、SPOD への参加を促し、教員

および教務委員の教育力の獲得を促

し、学内での教育力の向上のためのシ 
ステムづくりに取り組む。(No.21)   

【文化学部】 

学部ＦＤ研修会を 5回開催し、「基礎演習」科

目の教育内容、平成 27年度からの新カリキュラ

ム（主に夜間主）、人権意識の啓発等に関する教

員間の意見交換及び認識の共有を図った。 

【看護学部】 

テーマによって主なターゲットとなる職位を

決め、ＦＤ研修会を 10回開催。また、全学ＦＤ

研修会や SPOD 研修会には、延べ 55名が参加し、

各教員が授業の見直しや次年度の改善のための

計画策定に生かした。 

【社会福祉学部】 

学部ＦＤ研修会や全学ＦＤ研修会と連携し、授

業実践や研究報告などに取り組み、各教員の資質

向上に努めた。 

【健康栄養学部】 

授業外学習時間が確保できるようなカリキュ

ラムを新たに編成し、Ｈ27年度からの実施を決

定した。 

【共通教育部会】 

AERU 専任教員によるＦＤ交流会の実施やＦＤ

研修への積極的参加の推進により，29件のべ 52

人がＦＤ研修に参加した。 

【教職課程専門委員会】 

教職課程におけるＦＤ研修の一環として、

「2014 年度 全国私立大学教職課程研究連絡協

議大会」に参加し、専門委員会で研修報告を行っ

た。 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-３ 看護師、保健師、助産師、養護教諭の

選択に必要な幅広い選択科目を提供す

るとともに、進路コースの選択に必要

な履修モデルを検討し、提示すること

により、進路を意識化し、進路選択を

考えられるように支援する。（No.22） 

 

看護学部においては、各学年、4月のガイダン

スにおいて、各資格に合わせた履修モデルを提示

し、進路を意識化できるようにした。学年担当に

よる個別面談においても履修モデルを活用しな

がら個別に指導、確認を行い、学生が進路選択を

考えられるよう支援した。 

 

Ａ 

 

⑤-１ 地域の課題を取り上げ、問題の解決に

至る方略を学ぶことができるよう、平

【全体】 

「域学共生科目」を新設する共通教養教育科目

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

げ、問題を解決に至る方略

を学ぶ教育内容を整える。 
 

 

成 27 年度に向けて、学部横断型の地域

志向科目について、新カリキュラムを

検討する。（No.23） 

及び各学部の履修規程改正を行った。地域の課題

とその解決を学ぶ地域志向の学部横断型教育プ

ログラムである「地域共生推進士養成プログラ

ム」について、内規整備を始めとして実施の枠組

みを制定し、平成 27 年度から実施することとし

た。 

【地域教育研究センター】 

「域学共生科目」について、講義科目、実習科

目の検討を行い、学部横断的なチーム体制、実習

地域の選定と調整など、体制整備を行った。 

【文化学部】 

「域学共生科目」に関連する学部専門教育科目

を検討し、「域学共生フィールドワーク」の開設

を決定した。 

【看護学部】 

域学共生科目に関連する学部専門教育科目に

ついて検討し、「地域保健政策」「地域看護の動向

と課題」「地域の健康と看護」を位置づけること

に決定した。 

【社会福祉学部】 

域学共生科目に関連する学部専門教育科目に

ついて検討し、平成 27 年度から再度「地域福祉

活動」を開講することを決定した。 

【健康栄養学部】 

高知医療センター、保健所、福祉施設のそれぞ

れとの間で、実習の教育内容および、その実施方

法、実施時期について協議した。また 4回生向け

の地域実践臨床栄養学臨地実習の実習施設を開

拓し、実施した。 

新入生バスハイクでも地域の歴史、文化を学ば

せた。 

 

⑤-２ 地域や専門領域の課題を把握するた

め、最前線で活躍している講師を招き、

エキスパートが持つ卓越した知識や技

術、あるいは最新の知識やトピックス

に触れる授業を提供する。（No.24） 

【文化学部】 

外国人や外国に精通する日本人の有識者の公

開講座を 9回、日本の文化に精通した有識者の公

開講座 2回開催し、公開講座に招聘した講師の多

くにはさらに授業への出席も依頼し学生との交

 

Ａ 

 

 

 



 23 
 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

流も図った。 

【看護学部】 

①看護学の研究者や CNS を招き、最新のエビデ

ンスや実践的知識を学ぶ「最新実践看護講座」を

4回開講し 3,4 回生延べ 89 名が受講した。 

②3，4回生対象に臨床講義を 10回開催し、高

知の臨床現場の最先端の話題や課題を学ぶ機会

とした。1，2回生の『災害と看護Ⅰ』において、

看護職、一住民双方の視点で地域の減災に関する

課題を探究した。各領域で専門看護師、豊富な実

践経験を持つ教員をゲストスピーカーとして、専

門的、あるいは地域特性や課題に応じた特徴的な

活動への理解を深める機会を設けた。 

③実習の中で、看護職、保健医療福祉関係の他

職種や教育職など多様な立場から広く地域の課

題を聞く機会を設け、さらにそれらの課題の背景

の分析や解決策の検討などに取り組んだ。 

【社会福祉学部】 

専門教育科目においてゲストスピーカーを依

頼する費用について、学部共通経費から予算化し

ている。Ｈ26年度実績は、前期は 3科目で 3人、

後期は 3科目で 3人講師として招き、授業内容の

充実を図った。 

【健康栄養学部】 

学校、行政や福祉施設の管理栄養士、その他の

職種をゲストスピーカーとして招き、地域のトピ

ックスに関する講義を聴く機会を設けた。ＦＤ研

修や医療センター栄養局との研修会、リカレント

講座・公開講座「食の安全と日本人」等を学生に

も公開することで、最新の知識に触れる機会を設

けた。 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

（イ）大学院課程 

① 大学院教育においては、

各研究科で設置した教育の

目的・目標を的確に達成で

きる体系的なカリキュラム

の編成、大学院教育の内容

等を整備する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）大学院課程 

①-１ 社会人の多様な学習ニーズを踏まえ

て、長期履修制度や土曜日、日曜日、

祝日に開講する教育を実施する。

（No.25） 

【看護学研究科】 

博士後期課程では、土日祝日の講義日程および

集中講義などのスケジュールを決め、授業日程を

調整し、学習ニーズに対応した。博士前期課程で

は実習、講義が負担とならないよう、開講時期を

調整した。さらに、県外実習の際には、週末の講

義が受けられるように施設側と調整した。 

また、前期課程実践リーダーコース（14条特

例）の学生へは、年間のスケジュールを 4月に提

示し、その後の変更は個々の勤務事情を考慮して

変更し、ニーズに対応した。 

【人間生活学研究科】 

新体制におけるカリキュラムを開講し、複合領

域で構成される大学院の特徴を生かした教育指

導を行った。また、長期履修制度を継続して行い、

土日祝日に授業を開講した。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 国公私立５大学が共同設置する、共同

災害看護学専攻を開講する。 

当専攻では、看護学を基盤とし、他

の関連諸学問と相互に連携しつつ、学

術の理論および応用について産官学を

視野に入れた研究を行い、特に災害看

護に関してその深奥を極め、人々の健

康社会の構築と安全・安心・自立に寄

与することを目的とし、求められてい

る災害看護に関する多くの課題に的確

に対応し解決できる、学際的・国際的

指導力を発揮するグローバルリーダー

として高度な実践能力を有した災害看

護実践者並びに災害看護教育研究者を

養成する。 (No.26) 

 

本学はプログラム申請大学として、国公私立５

大学の合意形成を行い、我が国初の５大学による

「博士課程共同災害看護学専攻」を設置した。  

大学として、プログラム全体の進行状態の管理を

行った。平成 26年度は、24 名の受験生の中から

11名（うち本学は２名）の入学生を確保するこ

とができた。 

この国内初となる５大学による共同大学院の

取り組みは、文部科学省が補助事業として実施す

る「世界に通用する質の保証された学位プログラ

ムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革」を

強力に進める革新的な取組みとして非常に注目

され、開講式には文部科学省総務課法令審議室長

が出席し取り組みへの祝辞と期待の言葉といた

だいた。 

カリキュラムは５大学の強みと人材を生かし、

グローバルリーダーを養成するための豊富な科

目構成となっており、平成 26年度はのべ 24 科目

66 名の教員が講義を実施した。 

また、遠隔地にある５大学の教育は、ラーニン

 

Ｓ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 大学院にあっては、現象

を理論的知識や研究成果を

用いて分析する能力、研究

的手法を用いて現象に接近

する能力、最新の知識と技

術を用いて現場の課題を解

決できる実践的能力を養う

教育内容を整える。 

 

 

 

 

グマネジメントシステムとテレビ会議システム

を複合的に組み合わせた遠隔講義を、先進的な大

学院教育の実践モデルとして行った。 

学際的・国際的能力を養成するため、国際セミ

ナー、海外の国際会議や学会、学際連携事業に学

生を積極的に派遣し、その活動のサポートに担当

教員は務めた。 

 

①-３ 看護学研究科及び人間生活学研究科

に博士後期課程を設置し、博士前期課

程で修得した高度な知識・技術を基盤

とし、その基盤となる学識を幅広く豊

かに養い、その分野において自立して

継続的な研究活動を行い、新たな専門

知識の蓄積・精選・拡充に貢献できる

ような高度な研究能力を要し、国際

的・学際的に研究を推進する能力を要

する研究者の育成に重点を置いた教育

を実施する。（No.27） 

看護学研究科及び人間生活学研究科に博士後

期課程を開講し、研究科の体制強化と教育環境の

整備に努めた。また、看護学研究科では博士後期

課程設置に伴い、博士前期課程の研究コースの教

育課程を見直すとともに、社会的要請に応えるべ

く、博士前期・後期課程とつながる教育・研究者

育成を目標とする新たな 3コースを（成人看護学

(慢性期)・小児看護学・地域看護学）前期課程に

開設することを決定した。 

【看護学研究科】 

定員３名枠に７名の受験生があり、３名が入学

した。 

【人間生活学研究科】 

健康生活学研究科から８名が転研究科し、新た

に２名が入学した。 

 

Ａ 

 

②-１ 高度な専門的知識・技術と理論的基礎

を有し、教育に関する諸問題を分析し

て、全体的視野から課題解決の企画立

案ができる人材の養成を目的とした教

育を実施する。（No.28） 

【看護学研究科】 

高機能シミュレーターを用いて、高度実践看護

としてのアセスメント力の向上を図った。 

また、年度末に実施した質問紙調査に基づき、

各分野の教育成果について分析し、研究会委員会

で共有・検討し、既存の研究コースの教育内容の

見直しと新たに教育・研究者の育成に重点をおく

研究コースを３領域で平成 28年度より開設する

ことを決定した。 

【人間生活学研究科】 

新体制におけるカリキュラムを開講し、複合領

域で構成される大学院の特徴を生かした教育指

導を行った。 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

②-２ 学際的あるいは多専門職とのチームを

形成してそのなかで、自らの専門性に

基づいて活動できる教育を実施する。

（No.29）   
 
 

【看護学研究科】 

① 大学主催の公開講座に参加する機会や、大

学企画、共同災害看護学専攻の 5大学院企画およ

び国内外の災害看護に関連する活動や学会に参

加する機会を設けた。 

② 修了生（大学教員：ホスピス NPO の立ち上

げ）や専門看護師を講師として招聘して特別講義

を行い、地域での活動、病院内での活動において、

連携する力を強化した。 

③実践リーダコース（14条特例）のカリキュ

ラムを再編し、リーダーシップ機能、マネジメン

ト機能、連携共同機能を獲得する教育を強化し

た。 

【人間生活学研究科】 

①他領域の教員を含めた研究指導体制を引き

続き実施した。 

②修士論文発表会後の他領域の教員や院生を

含めた意見交換ができるよう、研究交流会意見票

を活用し、結果を発表者にフィードバックした。 

【短期大学】 

「高知学」では県東部の観光振興に向けたフィ

ールドワークを実施し、「地域政策演習」では高

知県内で活動するいくつかの NPO を訪問し調査

をするとともに研究を共同論文としてまとめた。

「地域政策特講」では、複数の専任教員が各自の

学問領域から地域を対象として取り上げる接近

方法に基づく講義を展開した。「消費生活論」で

は、複数の専門家を招聘して消費生活に講義を公

開で開催した。また、本山町の公開講座に演習の

受講生が参加し、現地でのフィールドワークや祭

りへの参加など地域との協働活動を行った。 

 

 

Ａ 

 

 

イ 高知短期大学 

① 教養教育と社会科学の専

門教育の連携を図り、教育

目的を達成できる体系的な

カリキュラムを編成する。 

イ 高知短期大学 

① 現行カリキュラムを教養と専門の連携、

体系性という点から充実した教育を編成す

る。（No.30）  
 

 教養と専門の連携、体系性という点から充実し

た教育になるようカリキュラムを編成した。また

「短大の発展的解消」に対応しつつ、科目選択の

多様性を確保することにより、教養教育と専門教

育とを連携させた教育を進めるために、県立大学

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

② 現実が提起する問題への

深い関心と学習意欲を喚起

しつつ、学習ニーズに応え

られるカリキュラムを整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 多様な学歴、社会歴をも

つ入学生に対応した導入教

育を充実させるとともに、

多様なニーズと進路希望を

踏まえ、教育内容を充実さ

せる。 

 

 

④ 教育効果の向上を図るた

めに、少人数教育を活かし

た取り組みを進める。 

 

との単位互換単位数を拡大した。受講生が減少す

る専攻科の次年度カリキュラムについて、受講状

況や受講希望を調査し、充実した教育を維持でき

るカリキュラムを編成した。 

 

② 現行カリキュラムを現実への対応や学習

ニーズへ対応という点から検討し、地域と

連携した教育プログラムなど、可能な取組

を組み込む。（No.31） 
 

地域と連携した教育プログラムとして「高知

学」、「地域政策演習」、「地域政策特講」、「消費生

活論」などの科目を位置づけ、以下の取り組みを

進めた。 

「高知学」では県東部の観光振興に向けたフィ

ールドワークを実施し、「地域政策演習」ではい

くつかの NPO を訪問し調査をするとともに研究

を共同論文としてまとめた。「地域政策特講」で

は、複数の専任教員が各自の学問領域から地域を

対象として取り上げる接近方法に基づく講義を

展開した。「消費生活論」では、複数の専門家を

招聘して消費生活に講義を公開で開催した。また

「社会科学演習」においても本山町の参加型公開

講座を位置づけ、ゼミ生が現地でのフィールドワ

ークを進め、地域との協働の取り組みを行った。

こうした取り組みはその後地域の祭りなどへの

学生の自発的な協力・参加を生み出している。 

 

 

Ａ 

 

③ 導入教育の充実を図るための取り組みを

継続するとともに、編入学希望に対応する

教育、エンプロイアビリティ向上のための

キャリア教育を行う。（No.32） 
 

「社会科学基礎演習」における導入教育を継続

実施した。編入への支援やエンプロイアビリティ

向上のため、「文章表現技法」、「社会人基礎力養

成講座」、「キャリアデザイン」、「社会科学演習」

を配置して教育を進めた。また「労働法Ⅰ」では、

高知労働局の職員による労働行政の実務に関す

る講演を行った。 

 

 

Ａ 

 

④ 少人数教育の核となる演習の質を向上さ

せるために、引き続きファカルティ・ディ

ベロップメント活動を通じて検討を進め、

可能な改善の取組を講ずる。（No.33） 

ＦＤ会議において、演習所属学生の学習状況を

把握した上で、編入試験に役立つ論述能力、読解

能力の育成方法、効果的な教育スケジュールにつ

いて教員間で検討を行い、教育の改善に活かし

た。 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

（３）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

ア 教員の配置 

① 教育効果の向上をはかる

ために、県立大学の各学

部・研究科及び短期大学で

教員組織、教育方法を見直

すなど、全学において弾力

的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 教員の配置 

①-１ 教育効果の向上をはかるため、県立大

学の各部局及び短期大学で教員組織、

教育方法の見直しを行う。（No.34） 

【文化学部】 

国語教育の教員1名及び地域領域の教員1名を

公募し、平成 27 年度からの採用が決定した。ま

た、平成 27 年度から高知短期大学教員の 4 名の

転属、2名の兼任が決定した。 

【看護学部】 

教育効果の向上をはかるため、各専門領域の教

員を確保した。新任教員を対象に、領域看護実習

のレポート指導方法についてＦＤを開催した。そ

の他、学部企画のＦＤ研修、SPOD 研修などの機

会も活用し、全教員が教育力の向上のための具体

的方策を検討し、次年度の授業計画策定に生かせ

るようにした。臨地実習指導、看護研究（卒業論

文）指導においては、助教は教授あるいは准教授

のアドバイスの下に学生指導ができるよう教員

を配置した。 

【社会福祉学部】 

教員組織体制を見直し、基礎+三福祉士コース

の教員配置を一部変更して、「児童・家庭福祉」

分野での公募を 1名行ったが、採用者はいなかっ

た。また、「介護」分野で 2名の公募を行い、行

い、教員体制の充実に努めた。 

【健康栄養学部】 

他校の実施例を参考に、臨地実習の内容と実施

時期を変更した。また、管理栄養士養成課程の「助

手」の配置を、一部複数制とし、教員間の情報の

共有をはかるとともに、きめ細やかな指導を行な

える体制とした。 

【看護学研究科】 

専門看護師の資格を有する助教を看護学実践

演習の担当者に加え、指導教授と内容を共有しな

がら学生の個別性に応じた指導を実施した。ま

た、看護学実践演習においては、指導教授や実習

先の専門看護師と連携を密にとりながら展開し

た。 

外国人教員による英語での授業「グローバルヘ

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学部間及び同一法人大学

間の教育協力を拡充し、教

員の相互交流を推進する。 

 

 

 

 

 

③ 県や国及び先進的な研究

機関・民間企業等から講師

を招聘し、県や国等の施策

や実務経験を具体的に紹

介する講義等の充実を図

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルス論」「疫学研究方法論」を開講し、国際力・

語学力を高める教育方法を取り入れた。 

【人間生活学研究科】 

新体制における教員組織や教育内容について

検証し、課題を整理した。時間割の発表時期を早

めることを次年度に実施できるようにした。 

【短期大学】 

非常勤講師を含めて教職員全員が教育の進め

方について認識を共有できる体制を確認すると

ともに、補講やシラバス作成の方法を改善した。 

 

②-１ ファカルティ・ディベロップメント研

修等を通じて、学部間及び大学間の教

員の相互交流を引き続き行う。（No.35） 

 

 

ＦＤ研修等を通じて学部間及び大学間の教員

の相互交流を図った。 

教員のＦＤ研修・セミナー等受講実績 

・高知県立大学 のべ 278 名参加 

・高知短期大学 のべ 10 名参加 

※他に、各学部独自のＦＤ研修会等あり（No.21、

34、36、55、76、79、86 に記載） 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

③-１ 看護学部及び看護学研究科では、医療

や看護の国際的動向について理解を深

めるために、国際的に活躍している講

師による講義や、医療・行政の施策や

最新の看護についてゲストスピーカー

を招くなど学ぶ機会を提供する。

(No.36) 

 

【看護学部】 

国際的視野と柔軟な思考の育成強化のために

「看護と文化Ⅰ」（1・2回生）、に加えて「看護

と文化Ⅱ」（3・4回生）、「グローバルヘルス」（4

回生、外国人講師）を新たに開講した。また、学

術学会参加の案内を行い、最新の動向に触れる機

会を作るとともに、海外からの講師による「メン

タルヘルストレーニング」についての講義、カナ

ダで NP（Nurse Practitioner）資格を取得した

卒業生による NPの活動について講義を実施し

た。 

【看護学研究科】 

DNGL が招聘したパメラ教授による国際セミナ

ーや、カリフォルニア州立大学の Dian Baker 氏

の公開講座、看護学部教員・DNGL 院生を対象に、

Ngatu Nlandu Roger 講師による相互研修型ＦＤ

を開催するとともに、教員･大学院生のグローバ

ル化を推進する目的で、海外(中国)で開催された

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

国際学会(WSDN)に出席した(DNGL 学生 2名、教員

6名)。 

また、カナダで NP資格を取得した卒業生（所

和香子氏）を迎え、特別講義を実施した。 

 

③-２ 社会福祉学部では、専門教育科目の授

業に関連する社会福祉現場の専門職等

をゲストスピーカーとして招き、社会

福祉の専門職の業務内容について深く

理解させる。(No.37) 

専門教育科目においてゲストスピーカーを依

頼する費用について、学部共通経費から予算化し

ている。Ｈ26年度実績は、前期は 3科目で 3人、

後期は 3科目で 3人であった。 (No.24 再掲) 

 

Ａ 

 

③-３ 健康栄養学部では、県内外の専門家を

招いてのセミナー、研修会、ＦＤなど

を活用し、カリキュラム・履修指導の

質的充実を行う。（No.38） 

 

 ①昨年発足した大学院での栄養教諭の教職免

許専修コースで学部と連携して教育効果を高め

る工夫を行った。 

②昨年に引き続き、基礎分野のエキスパートを

非常勤講師として招くことにより、基礎学力向上

につながった。県職員をゲストスピーカーとして

招いての講義も行った、 

 

Ａ 

 

③-４ 短期大学では、県民に開放している

「消費生活論」、「高知学」などにおい

て、県内外の専門家、実務家を講師と

して招聘し、引き続き地域と連携した

教育を進める。（No.39） 

 

 「消費生活論」では、消費生活に必要な法律知

識を持つ専門家を県内外から招聘し、実践的な教

育を行った。「高知学」では、高知県東部の観光

政策について現地関係者の協力を得てフィール

ドワークや報告会など実践的な教育を行った。 

 「地域政策演習」では県内の NPO で活動する関

係者と交流し、講師として招聘した。「地域政策

特講」では地域の担い手から直接話を聞く機会を

位置づけて学んだ。 

 

 

Ａ 

 

イ 教育環境の整備及び教育

内容の改善 

① 教育教材・視聴覚機器等

の設備や学内教育情報システ

ムの整備を計画的に進め、教

育環境の充実を図る。 

 

 

 

 

①-１ 永国寺キャンパスの整備計画に従い、

永国寺の新情報ネットワーク構築を具

体的に進める。（No.40） 

永国寺新キャンパスのネットワーク等につい

て、高知工科大学との情報処理に関する WGを定

期的に開催し、仕様の決定、業者の選定、業者と

の打ち合わせ等、必要な検討を柔軟に行い、予定

通り新情報ネットワークを構築した。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 学内教育情報システムの教育環境を

維持・向上するために、平成 25年度ま

でに実施した学生の情報機器の利用に

関する調査結果を踏まえ、具体的な図

 永国寺情報演習室の機器の仕様およびネット

ワークに関しては、高知工科大学との情報に関す

る WGにて、定期的に検討し、年度末には情報演

習室を稼働させた。また、図書館に設置する情報

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書館の情報処理機器及びそれを取り巻

くシステムを設計する。（No.41） 

処理機器に関しては、図書館の整備計画に合わ

せ、今後検討することを決定した。 

①-３ 実践能力の向上をはかるために、実習

機材や視聴覚教材の教育環境整備を行

い、学内演習に活用する。（No.42） 

 

  

【文化学部】 

移動式のプロジェクター及び一眼レフのデジ

タルカメラを購入し、授業に役立てた。 

【看護学部】 

高機能シミュレーターを整備し、基礎看護・急

性期看護・小児看護・助産看護・在宅看護学領域

で、学習目的に応じたシミュレーション教育を展

開した。自己学習や実習での保健指導で活用でき

る教材として、看護技術についての DVD 全 5巻を

作成し、教育に活用した。 

【社会福祉学部】 

学生教育費予算で、授業や卒論発表に活用でき

るパソコン及びカラープリンターを実習支援室

に設置した。 

【健康栄養学部】 

卒業研究学生が普段使う自習スペースの確保

を引き続き検討し、試行した。 

昨年度末導入した大型高速カラー印刷機の運

用を検討し、活用を促進したところ、色覚に訴え

るカラー教材の比率が 40％に増えた。 

【看護学研究科】 

高機能シミュレーターを活用して臨床推論能

力の育成および高度なアセスメントが実施でき

るよう演習を展開した。 

包括連携事業で教員が行っているシミュレー

ション教育への参加を図った。 

【人間生活学研究科】 

各領域における新規科目や研究指導に必要な

教材や教育機器等について検討を行い、各学部の

機器を必要に応じて使用できるように教員を通

じて依頼をした。 

【共通教養教育】 

参画型授業実施のためのクリッカーシステム

を導入した。 

学生（学部生・大学院生）が使用可能な英語の

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

② 各大学・学部ごとにファ

カルティ・ディベロップメン

ト組織を設置し、教授方法の

改善、公開授業などに努め、

大学教員としてのキャリア発

達を促進する。 

 

 

 

 

E ラーニングコースウエア(Net Academy 2)を導

入した。共通教養教育科目「英語コミュニケーシ

ョン」科目で利用の研修会を開き、組織的な利用

を図る取り組みを開始した。 

 

②-１ 全学ＦＤ委員会の企画に各教員が積

極的に参加し、主体的に学べるように

する。（No.43） 

【県立大学】 

①ＦＤ委員を通して ＦＤ研修会への教員ニ

ーズ調査を行い、それに基づく主催研修会を企

画・実施した。主催研修会は３回(1.大人数講義

を魅力的にするテクニック、2.大学ユニバーサル

化の時代のＦＤの意義とは？、3.学習動機を高め

る授業づくり)開催し、延べ 80名が参加した。 

②共催研修会は６回実施し、延べ 198 名が参加

した。 

③ＳＰＯＤを含む学外のＦＤ研修会等には 23

件・延べ 29 名を派遣した。 

 

【短期大学】 

①ＦＤ会議を前期・後期のそれぞれ１回ずつ行

い、社会科学基礎演習および社会科学演習の状

況、講義の状況について、教員間で情報を共有し

た。 

②非常勤講師との懇談会を実施し、教授会に報

告し、情報共有を図った。県立大学ＦＤ委員会と

の共催で研修会を実施し、短大教員が参加したほ

か、ＳＰＯＤの研修会にも短大教員が参加した。 

 

 

Ａ 

 

 

②-２ Twin Lecture（領域を越えた複数講師

による協同授業）の効果を確認しなが

ら、引き続き実施するとともに、公開

授業のあり方について、全学的な議論

を経たうえで試行的に実施する。 

また、授業手法等の工夫等について

の調査や授業向上等に関するニーズ調

査を行う。（No.44） 

 

 

①看護学部・社会福祉学部・健康栄養学部の３

名の教員による「専門職連携概論」を開講した（受

講生 143 名）。 

②公開授業については、検討の結果、平成 27

年度に議論及び整理を行った上で試行的に実施

することとした。 

③授業手法等の工夫等についての実態・教育効

果およびＦＤ研修ニーズ等に関する教員対象調

査を実施した（回答者数は 52(回収率 47.7％)。

調査結果は｢高知県立大学における授業向上等に

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

かんする平成 26年度調査報告書(105 頁)｣にまと

め、平成 27年度初めに学内公表を行い、教員の

授業向上手法の改善に役立てることとした。また

実態・ニーズ等の分析を行った結果は、平成 27

年度のＦＤ研修会の企画等に活用することを決

定した。 

  

（４）学生支援に関する目標を達成するための措置 
ア 学習支援 

① 学習用図書の収集に努

め、利用・閲覧環境を整備

するとともに、電子媒体利

用及び学術文献利用講習

会を開催するなど図書館

の文献検索支援サービス

機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学習支援 

①-１ 学生の自己学習を推進するための環

境整備への取り組みの成果と課題を明

らかにし、引き続き、学生の自由な利

用を促進する取り組みを行う。（No.45） 

 

 

 

 

 

【文化学部】 

推薦図書リストの作成・購入により、学生の参

考図書の充実を図った。 

【看護学部】 

WEB 視聴覚教材（ビジュラン）の活用とその効

果についての学生アンケートを実施し、効果的に

学習できるが、自由に活用できるようにすること

が課題であるという結果から、自己学習室を常に

オープンにし、利用できるようにした。WEB 視聴

覚教材（ビジュラン）の内容を増やしてほしいと

いう学生アンケートの結果から、優先順位を決

め、新たに購入を希望する WEB 視聴覚教材（ビジ

ュラン）の巻について、平成 27年度の予算要望

を提出し承認を得た。優先順位を検討し専門分野

の DVD の購入を行った。また、看護系の専門雑誌、

書籍等について、推薦図書のシステムを利用して

購入し、学生の活用を促進した。臨地実習の場で

活用している携帯型端末に搭載している専門書

の電子書籍を最新版に更新し、学生の実習での活

用を可能にした。 

【社会福祉学部】 

福祉実習支援室で閲覧できる実習教材や資料

などを追加購入し、学習環境の充実に努めた。 

【健康栄養学部】 

学生が自己学習するための場所として廊下の

フリースペースの活用を検討し、消防法に触れな

い仕切りの方法を 1カ所試行した（次年度にかけ

て、年間を通しての使用環境を継続調査すること

とした）。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【看護学研究科】 

総合情報センターと連携して、メディカルオン

ラインを導入し、文献検索システムの充実を図っ

た。さらに情報処理室に SPSS の Basic を導入し

講義等で活用できるようにした。 

【人間生活学研究科】 

看護学研究科や総合情報センターと連携して、

文献検索システムの充実を図った。情報処理室に

SPSS の Basic を導入して、講義と研究指導で活

用できるようにした。 

【共通教育部会】 

教養教育における科学基礎データの活用のた

めに「理科年表ウェブ版」を提供し，４授業科目

で利用した。全学学生が学内・学外を問わず利用

できる英語の Eラーニングコースウエアを導入

した。 

【教職専門委員会】 

教職課程受講生が活用しやすいように参考図

書を整備するとともに、教職課程支援室（永国寺

キャンパス）の設置を決定した。 

 

①-２ 前年度に作成した統一プログラムに

則り、各学部等で学習の特徴を考慮した

図書館の利用に関する学習会や研修会 

等を行う。（No.46） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化学部】 

1 回生の基礎演習の授業において、図書館の利

用方法について学修させた。 

【看護学部】 

１年次に、図書館の利用方法、文献検索の方法

について説明会を実施した。随時図書館の利用、

文献検索の方法について相談できるサービスに

ついて案内し、検索能力の育成に務めた。また、

3年次に看護研究に向けて文献検索方法について

のオリエンテーションを行った。 

【社会福祉学部】 

1年次の社会福祉入門演習において、図書館の

利用方法や文献検索の方法について学習する機

会を設け、次年度に向けて課題を検討し、授業担

当者がシラバスを見直して授業内容を改善した。 

【健康栄養学部】 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自習室の学習教材などの

充実を図るなど学内施

設・設備を学生が自主的に

使用できるよう運用方法

の改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回生に池図書館の利用法について７月の早い

段階で指導した。情報関連の実習でも文献検索に

ついて取り上げた。 

【人間生活学研究科】 

継続して図書館の利用方法を指導した。 

また、カリキュラムにおける領域共通の科目で

ある「研究方法論Ⅱ」の中で、図書館の利用方法・

文献検索に係るリテラシーを習得させた。 

【総合情報センター】 

前年度に作成した統一プログラムに則り、各学

部等で学習の特徴を考慮した、図書館の利用に関

る学習会や研修会等を司書等と相談しながら実

施した。(文化学部 11 回、看護学部 3回、社会福

祉学部 6回、健康栄養学部 5回、看護学研究科 2

回、人間生活学研究科 3回) 

【短期大学】 

新入生全員が参加する社会科学基礎演習で、図

書情報課長によるガイダンスを行った。昨年度は

１ゼミずつ２０分としたが、今年度は２ゼミずつ

を対象にして各ガイダンス 40分とした。 

 

②-１ 自己学習室・実習室や共同研究室・資

料室のパソコンやプリンタ等の整備を

引き続き実施し、主体的な学習支援の

ための活用促進を図る。（No.47） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化学部】 

学生研究室の図書を購入し、学生の参考図書の

充実を図った。また、学生研究室・学生自習室の

パソコン、プリンタのメンテナンスを行った。 

【看護学部】 

学生が自由に利用できるパソコン、プリンタの

メンテナンスに務め、常に利用できるように整

備、交換し、また実習室の整備も行った。 

学内実習や臨地実習に必要な物品（教材、文具

など）を適宜購入し、タブレット型情報端末の活

用しながら実習を行った。 

【社会福祉学部】 

学生自習室やゼミ室のパソコンを学生が利用

しやすいように整備に努めた。福祉調査実習室に

ついても、調査研究の自主学習ができるように環

境の整備を行った。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康栄養学部】 

4年生のため、利用頻度の少なくなった PCの転

用・再配置を行うとともに、プリンタ等のメンテ

ナンスを日常的に行い、国試対策室、ゼミ室及び

研究室の PCの利用環境の改善を図った。 

1回生および 3回生に関数電卓を貸与すること

により、理数系科目の自主学習を促した。 

【看護学研究科】 

新規にデスクトップ用パソコン 5台、ノート型

パソコン 6台、プリンタ１台を購入した。 

また、院生自習室を効果・効率的に使用するた

めに、フルタイム学生用、働きながら学ぶ学生用、

院生共同自習室として整備を行なった。 

【人間生活学研究科】 

教育環境の整備を組織的に進めるための検討

を継続して行い、予算の範囲内で院生研究室の消

耗品の追加と一部機材の更新を行った。 

【短期大学】 

入学時のオリエンテーションだけではなく、そ

の後の講習会を実施することを通じて、情報リテ

ラシーの向上を図り、学生自習室や情報演習室に

おけるパソコン等の利用に関する指導などを充

実させた。 

 

 

 

 

 

②-２ 全学的及び部局単位で明らかになっ

た自律的学習を推進する環境整備上の

課題について、優先度に基づいて改善

策に取り組むとともに、その成果と課

題を明らかにする。（No.48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全学】 

学生の自主的な学びの幅を広げるために、他大

学との特別聴講学生に関わる制度の再検討を行

った。放送大学、高知工科大学、高知大学、高知

短期大学との間で覚書を新規制定または改正し

た。平成 27年度から新しい覚書によっての実施

となる。 

【文化学部】 

副手室と連携して学生の要望を集約し、学生自

習室の利用環境の整備に取り組んだ。 

【看護学部】 

平成 25 年度に学部で実施したカリキュラム評

価において、学生からの少人数のグループワーク

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 障害者や留学生など多様

な学習ニーズを有する学

生への、学習支援体制を強

化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が可能な部屋が少ないという意見を受け、平成

26 年度からは看護学部棟の 2 階、3 階のカンファ

レンスルームについて予約票により学生が使用

できる仕組みをつくり実施した。4 回生の卒業研

究提出前は、演習室を確保し、グループ研究が円

滑に進むように支援した。国家試験前には、自由

に使用できる教室を 2 室確保し、効果的な学習環

境を整備した。学生の自律的学習を支援する効果

的な教室活用ができた。 
【社会福祉学部】 

授業時間帯以外における介護関係実習室の学

生利用を認め、学生の介護技術向上のための体制

を作った。また、卒業論文執筆や国家試験勉強の

ために４回生用の自主学習室を設けた。 

【健康栄養学部】 

自習できる教室をリストアップすると共に、廊

下の凹みスペースも利用可能かを検討した。夏と

冬では室温の点で厳しいこと、音が響くことが問

題点として浮かび上がった。そこで、パーティシ

ョンで遮音、防寒がどの程度あるかを検討し、次

年度にかけて継続することとした。 

【教職課程専門委員会】 

「教育実習」の報告会を開催し、３回生の参加を

促した。「教職実践演習」の３学部合同授業を永

国寺キャンパスで開講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-１ 障害のある学生への学習支援や生活

支援を引き続き行うとともに、これま

での障害者支援の経験の分析を行う。

（No.49） 

 

 

 

 

 

 

 

【県立大学】 

該当する科目等履修生からのノートテイキン

グといった学習支援の要望に関し、授業担当教

員、支援についての経験のある教員、学生課で可

能な対応を検討し、実施した。 

障がいを持つ学生に対する支援に関するシン

ポジウム等に教務担当職員と教員で参加し（熊本

ルーテル学院大・筑波科学技術大学・筑波大学）

情報収集を行った。さらなる情報収集を行うため

に、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

(PEPNet-Japan)のメーリングリストに加入した。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 学士課程においては、全

学的な学年担当教員制度

等を構築し、教員による学

生の学習状態の把握と個

別的な学習指導を充実さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【短期大学】 

支援を必要とする学生に関しては、学生課と学

生委員会が連携して、個々に支援のあり方を検討

し、対応した。また、ＦＤ会議において、これま

での障害者支援に関して総括的な検討を行うと

ともに、教員全体で取り組む必要がある場合に

は、情報を共有した。 

 

③-２ 引き続き留学生へのアドバイザー制

度や履修登録説明会の充実、学習相互

支援の促進等、学習支援体制の強化・

継続を図る。また、私費外国人留学生

のための支援策を検討する。(No.50) 

 

 

新たに私費外国人留学生を受入れ、留学生向け

の履修登録説明会を実施するとともに、正課及び

正課外で日本語の授業を行った。文化学部でノー

トテイキングの支援を行うなどチューター、フレ

ンドシップを通じた学習支援を行った。また、イ

ベントでの留学生と本学学生との交流を通じて、

相互の異文化体験を促進した。 

 

 

Ａ 

 

 

④-１ 健康問題や生活上の困難な課題、学習

面での課題などについて、早期発見に

努め、問題を解決するために、学年担

当教員を中心に学部学生委員会や健康

管理センターと連携して個別面談・指

導を行う。（No.51） 

 【文化学部】 

学年担当が成績不振の学生、経済的困窮の学生

等を定期的に調査し、学年担当及びゼミの担当教

員が個別面談を行い、指導した。 

【看護学部】 

学部学生委員会（委員長・学年担当委員・保健

委員・ボランティア委員）を組織している。学年

担当が、定期的に学生と個別面談し、保健委員・

健康管理センターと連携しサポート体制を整え、

早期に対応した。学生の生命や健康に関わる緊急

の事柄は、保護者に連絡し支援体制を整え、対応

した。困難な課題のある学生は、学部学生委員

長・学年担当・学部長が保護者・学生と面談し、

今後の方向性の検討と具体的な対応を決定した。 

【社会福祉学部】 

学年担当やゼミ担当教員が、継続的に学生の個

別相談・指導を行う体制を維持するとともに、学

部学生委員会や教務委員会との連携と情報共有

を進めた。 

した。 

【健康栄養学部】 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産・育児が必要となった学生、健康問題を抱

える学生、経済的困窮学生などに対し、2名の学

年担当、教務委員、学部長、学生課職員、健康管

理センター職員などと情報を共有し、手厚いケア

を行った。 

 

④-２ ４年次の学生については、学年担当教

員と卒業研究の指導教員が連携をし

て、進路・就職や国家試験などについ

て支援する。（No.52） 

 

【文化学部】 

4 回生の学年集会を 3回実施し、ワクワクワー

クの職員と連携して、キャリア支援に関する説明

会や外部講師を招聘した就職前講座を開催した。

また、ワクワクワークの職員と連携して、進路希

望調書の徹底を図った。 

【看護学部】 

学年担当教員と卒業研究指導教員が連携して、

進路選択の支援、国家試験の支援を行った。4回

生全員を対象に、就職についての情報提供、履歴

書や小論文の添削、面接練習など就職支援を行っ

た。国家試験対策担当委員による学内模試の実

施・動機付けを 6回実施した。就職 100％、看護

師国家試験合格 100％、保健師国家試験合格

100％、助産師国家試験合格 100％であった。 

【社会福祉学部】 

学年担当や卒論指導の教員、また国試ＷＧ担当

教員等が学生に個別的に対応し、就職情報の提供

や相談・指導を行った。また、10・11・12 月に

国家試験対策のガイダンスを実施し、継続的に支

援を行った。3月末時点での就職決定率は 100％

であり、社会福祉士国家試験合格率は 71.4％（福

祉系大学等新卒平均 45.4％）、精神保健福祉士国

家試験合格率 95.7％（同 71.8％）と例年と同等

の高い水準を維持した。 

【健康栄養学部】 

４回生については、学年担当教員と卒業研究の

指導教員、就職担当教員が連携をして、進路・就

職や国家試験などについて支援するとともに、教

授会において、学生に関する就職・進学状況等に

関する情報交換を行った。 

 

Ｓ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家試験対策として、「管理栄養総合演習Ⅱ」

を通年科目とし、30回国試対策授業を行った。

また、1月に、4回生向け国試対策講座を各分野

担当教員が合計 50時間行った。結果として、新

卒者の管理栄養士国家試験の合格率は 95％であ

り、昨年度（97％）に引き続き高い率を維持した。 

 

④-３ 成績情報の提供に係る運用上の課題

を把握し、改善に取り組むとともに、

成績情報の提供に関する評価方法を検

討する。(No.53) 

 

【文化学部】 

保証人（保護者）の要望がある場合、学生の同

意を得た上で保証人に対して学業成績の提供を

行った。 

【看護学部】 

保証人（保護者）要望がある場合、学生の同意

を得た上で保証人に対して学業成績の提供を行

った。学業成績提供の実施状況から、学生が目的

や必要性について理解を深める必要があると判

断し、学生に学業成績提供についての説明を実施

した。学生を対象とする「保護者との情報共有に

ついてのアンケート調査」を次年度実施すること

を決定した。 

【社会福祉学部】 

保護者への学業成績提供のあり方について、学

生にアンケート調査を実施し改善点を検討して、

次年度の計画策定に生かした。 

【健康栄養学部】 

4回生については学部独自に保護者全員に対す

る成績と Photo 通信送付をおこない、情報共有を

図った。1，2, 3 回生については、希望する保護

者にのみ、成績を送付する全学的システムに乗っ

ているため、そこに任せた。 

【共通教育部会】 

域学共生科目を中心として，履修ポートフォリ

オの設計に着手した。 

 

 

Ａ 

 

 

④-４ オフィスアワー制度を引き続き実施

するとともに、利用状況の把握と分析を

行う。（No.54） 

【文化学部】 

シラバスに各教員のオフィスアワーを記載し、

学生への周知を徹底させた。また、各種相談窓口

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 大学院課程においては担

当指導教員を中心した支

援を行う体制や支援機能

を充実させる。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の学部教員のリストを作成し、ガイダンスで学生

に説明するとともに、学部掲示板に年間を通じて

掲示し学生への周知を図った。 

【看護学部】 

シラバスにオフィスアワーを記載し、学生への

周知を図った。利用状況から、オフィスアワー以

外の時間帯の確保が必要であるとが分かり、メー

ル等によるアポイントメントをとる方法を周知

し、実施した。 

【社会福祉学部】 

オフィスアワー制度を継続実施した。また、掲 

示板や WEB 教務システムで周知したうえで、オリ

エンテーション時に学生に説明し、活用を促し

た。 

【健康栄養学部】 

オフィスアワー制度を周知すると共に、それ以

外の時は教員にアポイントメントをとる習慣を

身につけるよう学生に指導するとともに、教員に

も学生との接し方を再考するように促した。 

【短期大学】 

学生数が減少する次年度についても引き続き、

短大としてオフィスアワーを設定する必要性を

確認した。 

 

⑤-１ 指導教員など院生支援に関わる教員

及び一般職員に対し、院生指導や院生

相談に関する研修を、ＦＤ委員会を中

心に計画し実施する。（No.55） 

 

【看護学研究科】 

院生と教員を対象とした、パメラ・ミナリク先

生による啓発型ＦＤ/特別講義や Dian Baker 先生

の公開講座、看護学部教員・DNGL 院生を対象に

Ngatu Nlandu Roger 特任講師による看護学部相

互研修型ＦＤを開催した。 

【人間生活学研究科】 

大学院における教育改善等のあり方について

は、修士論文中間報告会や修士論文発表会後の院

生交流会において院生からの評価や要望を把握

し、次年度の計画策定に生かした。 

 

 

Ａ 

 

 

⑤-２ 院生支援に関する情報提供、情報収集 【看護学研究科】   
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 学生相互の学習支援体制

を充実させる。 

 

 

の仕組みを整え、活用する。（No.56） 

 

 

大学院ホームページによる情報提供を適宜行

った。また、医療センターとの包括的連携事業の

研修への参加をメールや文書で促した。さらに研

究科の改変に伴い、院生に対して２専攻３課程の

教育課程の特徴の説明を行なうとともに、教育設

備・備品等の使用方法や学生支援の窓口を提示し

た。 

【人間生活学研究科】 

新カリキュラムにおける領域共通の科目であ

る「研究方法論Ⅱ」の中で、図書館の利用方法・

文献検索に係るリテラシーを習得させる事項を

位置付けた実施した。 

 

Ａ 

⑥-１ ＴＡ（ティーチング・アシスタント）

制度を継続するとともに、ＳＡ（スチュ

ーデント・アシスタント）制度の整備に

ついて引き続き検討する。（No.57） 

 

 【看護学研究科】 

学内演習や実習指導において TA制度を活用

し、博士前期課程 15名、後期課程 2名の院生の

教育力・指導力の向上を図った。また、総合看護

実習、領域看護実習の学内実習、自己学習の際に

TA参加を促進した。 

【人間生活学研究科】 

社会人学生が大半を占め、既存の TA・RA 制度

の活用が難しいことが判明した。大学院生の学部

ゼミへの参加等を含め、TA・RA 制度の具体的な

方法や課題について検討を行った。 

 

 

Ａ 

 

イ 生活支援 
① 各キャンパスに健康管理

センターを設置し、学生の

心身の健康の保持・増進を

支援する体制を充実させ

る。 
 
 
 
 
 
 

イ 生活支援 

①-１ 学生自身が健康管理を行えるよう、健

康管理センター職員、相談員及び学年

担当が連携して対応するとともに、平

成27年度に永国寺キャンパスでの業務

をスムーズに開始できるように環境を

整備する。 (No.58) 

 

【看護学部】 

学部保健委員を中心として、学生自身が健康管

理を行えるように、学年担当、健康管理センタ

ー職員、相談員と連携して「ヘルスパスポート」

の説明会の開催や、オリエンテーション及び個

人面談により指導した。学生自身の健康管理能

力を高めることができるように、健康講座の参

加を促した。また、感染症のワクチン接種のほ

ぼ全員の実施や、インフルエンザ予防接種促進

と予防ポスターの掲示を行った。 

【短期大学】 

健康問題への対応については、学生委員会の

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 
 
 
 
 
 
② 奨学金制度や授業料の減

免制度、その他の支援を整

備し、経済的な支援体制を

整備する。 
 
 
 
 
 
③ 学生の生活拠点である学

生寮の整備・充実につい

て、男子学生にも配慮する

とともに、長期的な視点で

検討する。 
④ 大学院生に対しては、大

学院設置基準 14 条特例に

よる教育方法や長期履修

制度の適用、奨学金制度の

充実、教育的配慮のもと

に、ＴＡ（ティーチング・

アシスタント）制度の活用

など、働きながら学べる環

境整備を行い、経済的な支

援に努める。 

 

なかで担当者を決め、保健室の利用状況などを

把握した。なお保健室の利用は１人、カウンセ

リング利用はのべ４人であった。また、学生状

況に関しても、適時、演習担当者と連携して、

その把握に努め、かつ必要な対応を実施した。 

 

②–１ 引き続き、平成 24 年度に実施した学

生ニーズ調査結果を基に、奨学金制度

等の活用状況を検証し、支援を充実さ

せる。（No.59） 

基準が厳しかった全額免除について、基準の改

正の検討及び改正を行った。また、授業料の支払

い困難者に対しては、授業料免除や奨学金制度の

紹介等により卒業、在籍につなげた。 

 

 

Ａ 

 

 

②-２ 本学卒業生・修了生に対しての、大学

院課程への入学金免除措置等を引き続

き検討する。（No.60） 

 検討を行ったが、大学院の改組に伴い、改めて 

次年度に検討することを決定した。 

 

 

 

Ａ 

 

③–１ 池キャンパス周辺の民間賃貸物件の

借り上げについては、津波等の防災対

策を考慮し慎重に行う。既存の学生寮

は、学生生活環境の改善に努める。

（No.61） 

学生寮からの要望で、AED を設置した。また、 

ボイラー、冷蔵庫などの修繕を行った。 

 

Ａ 

 

④–１ 引き続き本学並びに他機関の奨学金

制度、研究助成金等の情報をとりまと

め、情報提供する。（No.62） 

 

奨学金、研究助成金に関する情報収集を行い、

随時学生に情報提供した。 

 

 

Ａ 

 

④–２ ＴＡ（ティーチング・アシスタント）

制度を継続するとともに、希望する学

生が多く参加できる機会を提供し、経

済的支援を行う。（No.63） 

ＴＡ制度を継続し、希望する学生が多く参加で

きるよう機会を提供し、経済的支援を行うととも

に、学部学生への教育活動を通して、実践能力や

教育能力の向上を支援した。 

 

 

Ａ 

 

⑤-１ 学生生活実態調査を実施し、学生ニー

ズの変化を把握するとともに、学生の

活動の場の整備に努める。（No.64） 

学生ニーズ調査の項目を検討し、調査を実施し

た（回収率 86.7％）。報告書は学部毎に集計する

など、集計方法を検討し、採用した。 

また、街灯の設置や南駐車場の舗装部分の拡大

について、次年度以降に検討を継続することとし

た。 

 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

ウ 就職等支援 

① 学生の進路希望・進路状

況を的確に把握し、支援方

策の立案・個別指導を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就職に関する情報収集・

情報提供、就職ガイダンス

などのサービスをキャリ

アセンター、ワクワクワー

クを通して一元的に提供

するとともに、キャリアア

ドバイザーによる相談の

充実を図る。 

 

 

ウ 就職等支援 

①-１ 学生増に対応した就職指導体制を構

築するために、平成 25年度の活動成果

に基づき学内体制の充実を検討し、具

体策に反映させる。(No.65) 

 

【県立大学】 

①事務局の就職支援担当者とゼミ教員が連携

し、進路指導を行った。1,2 回生を対象とした講

演会の開催や、進路未決定者に対して、電話やメ

ールでの状況把握とケアを行った。 

②ハローワークと連携し、講座への講師派遣依

頼を行った。 

③キャリアアドバイザーによるスタッフ向け

研修を行い、相談スキルを高めた。 

④3回生に対して、就職ガイダンスを開催した。

また、卒業生を講師に迎え話を聞く機会を設け

た。 

⑤4回生に対しては、毎月の個別面談で進路に

ついて話し合った。また、専門領域の教員による

個別相談や、県下の卒業生と面会する機会を設け

た。 

【短期大学】 

引き続き、学生の進路希望を把握するように努

めるとともに、適宜、学生委員会委員と就職相談

員とが情報交換し、就職志望および就職状況の把

握に努め、個々の学生への対応を向上させるよう

にした。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 卒業生に対する就職支援のあり方に

ついて、平成 25年度の状況をふまえて

実施可能な事業を実施する。(No.66) 

文化学部の卒業生に対する就職支援について

は、在学生との支援のルール化を決めてそれに基

づいた支援を行った。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 平成 25 年度に引き続き、卒業生のネ

ットワークや教員のネットワークなど

を積極的に活用する方策を検討しつ

つ、キャリアアドバイザーも活用して

就職に関する情報を継続的に収集す

る。 (No.67)  

【県立大学】 

インターンシップでは、官公庁 26名、民間企

業 79 名、延べ 105 名が企業実習を行った。イン

ターンシップ担当者とワクワク職員が協議し、今

後の連携方法について検討を行った。 

池 3学部では学部毎に卒業生参加による就職

セミナーを実施した。また、高知大学・高知工科

大学等との就職支援担当者間で情報交換を行い、

3大学合同就職応援セミナーを実施した。 

【短期大学】 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生課と学生委員会が中心となって、卒業生と

連絡をとり、編入・就職の情報収集に努め、また、

編入合格を決めた学生から話を聞く機会を設け、

在学生に生の情報を提供する機会を設けた。 

 

②-２ 平成 25 年度の活動成果を検証したう

えで、キャリアアドバイザーの指導の

下、収集した情報を多くの学生に効果

的に提供する方策を工夫する。また、

ガイダンスやセミナーを効果的に開催

するとともに、キャリアアドバイザー

等による相談体制について具体化す

る。(No.68) 

【県立大学】 

池・永国寺両キャンパスにおける進路支援体制

の充実を図った。各学部の実情に応じたガイダン

ス・セミナー等を 64回開催し、延べ 1800 人の参

加者があった。 

昨年度に引き続き高知県中小企業団体中央会

と「地域中小企業人材確保・定着支援事業」で連

携し、企業見学バスツアーや企業交流会（プレマ

ッチング）に積極的に参加した。またハローワー

クなど他団体との連携も行った。 

また、人と地域の研究所と共催しステップアッ

プセミナーを開催した。 

【短期大学】 

就職・編入のためのガイダンスを開催するとと

もに、専門のキャリアカウンセラー（就職相談員）

を業務委託として、相談回数の制限を失くすこと

により、メールや携帯など多様な形で学生と柔軟

に相談対応できるようになった。このことによ

り、就職支援の強化につながり、成果としても現

れた。 

 

 

Ａ 

 

（５）学生の受入れに関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

① 多様な選抜方式に関する

理念と受け入れ方針等を

開示するとともに、適合す

る学生の確保に努める。 

 

 

 

 

ア 高知県立大学 

①-１ 引き続き入学選抜方式に関する理念

と受け入れ方針等を開示し、受験生を

はじめ保護者、進路指導担当者等への

積極的な広報を推進するとともに、大

学全体で社会人入試を実施する。また、

文化学部の定員増及び夜間主コースの

設置に伴う入試を実施する（No.69） 

入学選抜方式や入学者受入方針等を決定し、記

者発表を行い、ホームページに掲載するととも

に、高等学校等進路指導担当者説明会の実施や、

教員による高等学校訪問、学生による母校訪問等

により広報を実施した。全学部で社会人入試の実

施と、文化学部の定員増及び昼夜開講制導入に伴

う入試を実施した。 

 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

② オープンキャンパス、出

前講座等を充実させ、受験

生をはじめ保護者、進路指

導者等への積極的な広報

を推進する。 

 

②-１ 進学ガイダンスに積極的に参加して

情報提供を行うとともに、WEBサイトや

受験情報誌などを活用し、受験生等に

積極的に広報を行う。また、受験生だ

けでなく広く県民に本学をPRする広報

媒体を引き続き発行する。（No.70） 

進学ガイダンス等に各学部の教員や学生課職

員を 26回派遣した。高校の本学訪問が 8回、在

学生による出身高校訪問が 50校行われた。各学

部が教員による高校訪問を実施した。 

WEB サイトを活用した広報を実施した。また、

広報誌「ようこそ留学生」「垣根のない大学」を

作成・配付した。 

 

 

Ａ 

 

 

②-２ オープンキャンパスや高校生を対象

とする公開講座等をはじめ、入試や学

部の教育、キャンパスライフ等に関す

る情報提供を積極的に行うとともに、

留学生確保のための対策を推進する。

（No.71） 

全学のオープンキャンパスを実施（8月 31 日 

391 名が参加）、キャンパスツアー（看護学部）、

365 日オープンキャンパス（健康栄養学部）を実

施した。また、高校生を対象とする公開講座を実

施した。 

(1)県内の 9校の高等学校からの要請を受け

て、18名の教員を派遣して出前講座を実施した。 

(2)2015 年度に向けて今後可能な出前講座リス

トを作成するために、学内の出前講座実績(実施

実績件数 106 件)およびシーズ(今後可能件数 52

件)調査を実施した。この調査結果にもとづいて、

2015 年度に、今後可能な出前講座リストを作成

して、2015 年度の出前講座の拡充のための根拠

資料として使用することとした。 

 

 

Ａ 

 

 

イ 高知短期大学 

① 高知短期大学の特徴を踏

まえた入学者受入れ方針

に従い、一般･推薦･社会人

などの多様な選抜方式を

行う。 
 

イ 高知短期大学 

①-１ 高知短期大学の学生募集停止に伴い、

学内行事に関する広報や短期大学の発

展的解消について理解を求める内容を

中心に広報活動を進める。（No.72） 

 ①短期大学のウェブページに 2015 年度以降の

情報を掲載した。 

②発展的解消以外の事柄について、一般に対す

る広報活動を行った。 

③公開講座のポスターを作成し、広報誌「たん

だい」とともに、高知県内の高等学校、公共施設、

各種団体に送付した。 

④高知県広報誌 SUN さん高知、高知新聞の催し

物案内などに、行事の案内および科目履修生等の

募集の掲載を依頼した。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 広報誌を継続的に発行し、活用する。

（No.73） 

広報誌「たんだい」2014 秋号および 2015 春号

の作成を行った。広報誌を高知県内の高等学校、

公共施設、各種団体へ送付した。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   ２ 研究の質の向上に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

ア 高知県立大学 

① 看護、福祉、栄養、文化

の４分野等を有する本学

の特色を活かした学際的

な研究や基礎的な研究を

促進するために、組織的・

戦略的な取り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

② 学内外の研究者と協働し

て、地域や産業の課題を解

決に向けて、独創性及び新

規性のある研究に取りく

み、その成果を発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 高知県立大学 

①-１ 看護・社会福祉・健康栄養学部・地域

教育研究センターの教員が健康長寿センタ

ー活動に参画し、連携して地域健康啓発研

究活動を行うとともに、学部横断的に活動

を深める。(No.74) 

 

 

 

【健康長寿センター】 

毎月第４月曜日に、健康長寿センター運営委員

会を合計 11回開催した。看護、社会福祉、健康

栄養学部および地域教育研究センターの運営委

員が出席し、事業計画や地域健康啓発研究につい

て議論を重ねた。土佐市との連携事業（とさっ子

健診、地域ケア会議推進）についても学内および

土佐市関係者と議論を重ねた。 

池図書館に健康長寿文庫 154 冊を収載した。 

平成 26 年度健康長寿センター活動報告書を作

成した。 

 

Ａ 

 

①-２ インターネットを利用した健康長寿

に関する相談事業を展開する。（No.75） 

 

 健康長寿センターのホームページから「とこず

れ相談」を実施していることを発信した。 

 

Ａ 

 

②-１ 引き続き教員は目標を定め、学内外の

多様な研究者とも協働して、新たな知

の発見のために、積極的に研究活動を

展開する。（No.76） 

【全学】 

科学研究費助成事業の申請について応募説明

会を開催するなど、応募件数の増加に向けた取り

組みを行い、教職員の努力の結果、応募件数は県

立大学が 43件、短期大学が７件で、応募可能な

教員の 7割以上が応募した。 

 このうち、県立大学の採択件数は 26件となり、

約 51％の採択率は、全国の大学において有数の

実績である。 

【文化学部】 

学部の研究紀要である高知県立大学文化論叢

第 3号を刊行した。また、教員の教育活動・研究

活動等の自己評価書である文化学部活動記録を

刊行した。 

【看護学部】 

研究環境促進委員会を中心に科研申請に向け

て支援体制の整備、支援を行った。申請対象者の

100％が応募し、応募件数は科研のスタ－ト支援

も含め、のべ 26件であった。採択件数は 17件（採

択率 65.4％）、継続 23 件､合計 40 件であり、学

 

Ｓ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内外の研究者と協働して積極的に取り組んだ。 

教員全員が、2年で 3編の学会誌等への投稿を

目指すよう呼びかけ、教員の論文投稿推進を図

り、論文投稿 67 編、学会発表 105 編、著書 15

編であった。 

【社会福祉学部】 

学部ＦＤや説明会等を通して、科学研究費補助

金申請書の内容を精緻化させる取り組みを実施

した。応募件数は 16件、採択件数は 10件(採択

率 62.5%)で、昨年度に比べて採択率が大幅に向

上した。また、各教員の論文や学会発表等の研究

成果や教育実績をまとめた社会福祉学部報第 16

号をＨ26 年 6月に公表した。 

【健康栄養学部】 

真理の追究や新たな価値の創造が目的の大学

の役割とは何か、真の社会貢献とは何かを教授

会、ＦＤ等で議論した。特に研究倫理についてＦ

Ｄで学ぶ機会を設けた。 

【看護学研究科】 

科研申請に向けて取り組み、申請対象者の看護

学研究科教員の 100％が応募し、採択件数は 10

件で、採択率は 52.6％であった。教員の論文投

稿推進を図り、論文投稿 67 編、学会発表 93 編、

著書 15 編であった。 

紀要編集委員会は紀要の投稿を呼びかけ、論文

2編、報告 3編、論説 1編、資料 2編を掲載した

高知県立大学紀要看護学部編第 64 巻を発行し

た。 

【人間生活学研究科】 

研究員を 12 名（新規 4名、継続 8名）受け入

れ、協働で研究を行った。 

②-２ 文化学部では、人文・社会系の先進的

な研究領域の探索を推進するととも

に、県内全域・各地域をフィールドと

した既存の研究の進展を図るととも

に、文化領域から地域社会に関連した

諸問題の解決に寄与する研究を推進す

 南国市後川流域のエンコウ祭調査、三原村の民

俗・言語調査、大豊町豊永郷民俗調査、安芸市奈

比賀地区の民俗調査、いの町上東地区の民俗・言

語調査、高知新聞厚生事業団及び高知県文化財団

助成の映画上映会、安田町の伝統芸能調査、北川

村の観光資源調査等を実施した。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究水準の向上を図るた

め、研究活動について、適

切な自己点検・自己評価項

目を作成するとともに相

互評価制度の導入を検討

する。 

る。(No.77） 

 

②-３ 看護学部及び看護学研究科では、引き

続き看護学の先進的な研究領域の探索

を推進するとともに、県下全域をフィ

ールドとした健康問題に関わる研究を

積極的に推進し、地域の健康問題の解

決に寄与する。（No.78)  

①中芸広域連合連携事業 

子ども子育てニーズ調査結果をまとめ、分析結

果の報告を行い、地域の子どもの健康問題の解決

に寄与した。また、保健師による実践活動への支

援を行った。 

②高知県総合保健協会とともに、県民の健康課

題の解決に向けた研究に昨年度に引き続き取り

組み、成果発表に向けての準備を行った。 

③介護職員による痰の吸引等の研修：介護職員

への研修 2日間（10 時間）を計 4回、.実地研修

を 2回、.指導者研修 6時間を 1回実施する計画

であり、現在、介護職員への研修 2回、指導者研

修 1回が終了した。 

④AERU(地域課題研究部会)の H26 年度高知県

立大学地域教育研究センター地域連携事業とし

て、「中芸広域連合における災害時保健活動の整

備推進事業－災害時保健活動マニュアル策定支

援－」を実施した。 

 

 

Ａ 

 

 

②-４ 社会福祉学部では、学会・研究活動等

報告会の名称を学部ＦＤ研修会と変更

し、学会・研究活動の報告だけでなく、

科研費獲得等の研修も含めて充実さ

せ、研究活動の活性化を図り学部内共

同研究や地域との共同研究へ発展させ

る。（No.79） 

 平成 26 年度は学部ＦＤ研修会を年に 3回実施

した。第 1回は、今年度の学部の科研費採択者の

割合が高いため、獲得後の適切な執行と研究成果

報告について（7月）、第 2回として研究・教育

実践報告（11月）を開催した。第 3回は、退任

する教員の最終講義を学部ＦＤとして実施した

(2月）。 

 

Ａ 

 

③-１ 引き続き研究水準の向上を図るため、

研究活動について、自己点検・評価運

営委員会を中心に、自己点検・自己評

価を実施するとともに相互評価制度の

導入を検討する。（No.80） 

 

各学部において、研究促進委員会等を組織し、

研究水準の向上を図るための議論を行うととも

に、相互評価を行った。 

 

Ａ 

 

イ 高知短期大学 

① 現代社会の諸課題に応

イ 高知短期大学 

①-１ 県立大学の新たな展開にも対応した、

体制を新たにし、本山町まちかつ PJに参画す

ることとなり、この PJを含め、本科授業では「高

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

える研究を推進するとと

もに、地域と連携した研究

活動を推進し、成果を広く

還元する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究水準の向上を図る

ため、研究活動について適

切な自己点検・自己評価を

行い改善につなげる。 

 

研究推進及び地域への寄与のため取り

組みを進める。 (No.81)  

知学Ⅳ」、「社会科学演習」、専攻科授業では「地

域政策演習」、「地域政策特講」などにおいて、学

生を巻き込んで、地域課題に取り組んだ。また法

学系教員数名が学外研究者とともに、地域に関す

る法的研究をテーマに出版計画を進め、年度末に

『地域に関する法的研究』を出版した。 

 

①-２ 本学紀要の定期刊行に努めるととも

に、内容充実を図る。（No.82） 

 

本学専任教員に論文掲載を積極的に促した結

果、今年度、本学紀要を年 2回発行し、本学専任

教員の掲載論文等は７本となった。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 研究活動をいっそう活発化し、研究水

準の向上を図るために、研究時間を保

障する体制を確保し、短大の教育研究

を維持するとともに、県立大学の新た

な展開を担うために、県立大学の自己

点検・評価方法を念頭に、研究活動を

推進する。（No.83） 

 改革に対応した教育研究の準備を進めること

を教員全体で確認するとともに、その準備のため

の短期研修の機会を設け、のべ 5名がこれを活用

し、研修を行った。また県立大学の自己点検・評

価の方法を踏まえ、研究活動を進めた。 

 

Ａ 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

① 大学の理念を実現するた

めの重点研究の促進、若手

研究者育成、学際的研究の

促進のために、研究費など

の資源を重点的な配分を

行う。 

 

 

 

 

② 大学の理念を実現するた

めの重点研究の促進、若手

研究者育成、学際的研究の

促進のために、研究環境の

整備に努める。 

 

 

 

①-１ 若手研究者を育成するためなど、研究

費の効果的な配分方法等について検討

する。（No.84） 

 若手研究者育成のために、職位に対する逆傾斜

配分を実施するとともに、研究領域グループへの

研究費配分により、領域に所属する若手研究者の

活動を支援した。 

また、学長特別事業枠を設け、若手研究者等に

よる研究活動の支援体制を整備した。 

 

Ａ 

 

 

①-２ 学部の重点研究領域と研究費の効果

的な配分方法を引き続き検討する。

（No.85） 

 

 学部等の重点研究課題を積極的に支援するた

めに、研究領域への研究費配分を行うとともに、

学長特別事業枠による重点研究活動の支援体制

を整備した。 

 

Ａ 

 

 

②-１ 重点研究課題の解決、学際的研究実施

のために必要な研究組織を編成し研究

活動を支援する。（No.86） 

【文化学部】 

学部予算で海外の学会を含む学会発表の旅費

を支援した。 

【看護学部】 

重点課題の解決等に向けて必要な研究組織

を 32件編成し（他大学との共同組織 8件、大

学内組織 25件）、研究環境促進委員を中心とし

て、研究活動を支援した。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会福祉学部】 

各教員の個別の研究活動支援のための学部Ｆ

Ｄを実施するとともに、学部内及び学部を超えた

共同研究の可能性について検討し、次年度の計画

策定に生かした。 

【健康栄養学部】 

科研費応募を奨励するため、応募者には教員研

究費の配分に加算している。また、その採択率を

上げるため、研修参加を奨励した。 

最先端の研究を行っている研究者をＦＤ研修

に招き、研究者のあるべき姿について考えた。 

研究倫理指針の改定で利益相反問題が入れら

れた。これに関して教授会やＦＤ等で議論した。

【看護学研究科】 

修士論文、博士論文の学会発表、学会誌等への

投稿状況の情報把握を行い、投稿への呼びかけを

行った。平成 25年度修了生は学会発表 19件、論

文発表 5件であった。 

重点研究課題の解決、学際的研究実施のために

教員グループを編成して、教員全員が科研を申請

できるよう、情報提供および支援体制の整備、支

援を行い、19件の申請を行った。 

 

②-２ ＲＡ（リサーチ・アシスタント）制度

などを活用し、教育研究の充実と若手

研究者の研究の活性化を引き続き推進

する。（No.87） 

【看護学部】 

教育研究の充実と若手研究者の研究の活性化

を行うために、研究活動スタート支援対象となる

教員に対して支援を行い 7名が申請し、2件が採

択された。若手研究者は、研究グループに所属し、

他の研究者とともに研究活動ができるように支

援した。 

【社会福祉学部】 

若手研究者を育成するために、研究費の配分は

職位に対して逆傾斜配分とした。 

【健康栄養学部】 

事業名｢ＳＡ制度による健康栄養学学生の講義

支援と生活環境支援｣が認められ、実習、研究、

研修会などの補助として学部学生が参加した。経

 

Ａ 

 

 



 52 
 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

③ 学外研究者との共同研究

を推進するため、客員教授

や臨床教授等の制度を活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

済面もさることながら、後輩を指導する事による

学生自身の教育効果が認められた。 

【看護学研究科】 

博士後期課程 2名の学生の RA 制度の活用を支

援した。最終的には 139 時間の実績をもって研究

能力の育成につなげた。 

 

③-１ 他大学教員や客員教授、臨床教授等の

制度を活用した共同研究への取り組み

のさらなる充実を図る。（No.88） 

【文化学部】 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所、国立極地研究所、東京大学地震研究所、立正

大学、立命館大学等と共同研究を実施した。 

【看護学部】 

千葉大学,兵庫県立大学，自治医科大学，国立

保健医療科学院，群馬大学，岐阜県立看護大学、

九州大学などと共同研究（8件）を実施し、学会

発表 16件、誌上発表 5件であった。 

【社会福祉学部】 

科学研究費補助金を通じた他大学教員との共

同研究を進めた。H26 年度実績は、研究代表者と

して 2人、分担者として 4人の教員が協同研究を

行った。 

【健康栄養学部】 

高知医療センター職員に臨床教授を受けてい

ただき、臨床研究の推進について検討を始めた。

医療センター合同防災訓練では、食の基本となる

水の確保、下水処理について取り上げ、共同で勉

強した。 

【看護学研究科】 

看護学部/看護学研究科に所属する教員が、千

葉大学,兵庫県立大学，自治医科大学，国立保健

医療科学院，群馬大学，岐阜県立看護大学、九州

大学などと共同研究（8件）を実施し、学会発表

16件、誌上発表 5件であった。 

【人間生活学研究科】 

大学の他の部局と連係し、外部資金獲得体制

（科研費や産官学連携）を強化した。また、研究

員制度を用いて、1件の共同研究を実施し、次年

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

度にかけて継続することとした。 

 

第２ 大学の教育研究の質の向上に関する目標   ３ 社会貢献の質の向上に関する目標を達成するための措置  

（１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

① 地域創成センターでは、

大学における研究成果や

知的財産を地域社会にお

いて活用するとともに、地

域産業界との協働体制を

構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-１ 全学の地域連携の方向性（COC事業）

を踏まえたうえで、県民・地域の課題

やニーズに円滑に対応できるように大

学の体制づくりを推進する。また、県

及び市町村と連携・協力して、地域の

課題解決に向けた活動を実施する。

(No.89)  

【生涯学習部会】 

(1)県民ニーズ等を考慮し、地域住民参画型の

「集落活動センターを軸とする高知県における

地域づくり」をテーマとするフォーラムを、地域

課題研究部会・高知短期大学と共同して１回開催

した。本学ＨＰのほか、県内報道機関等にも働き

かけて積極的に広報した。フォーラムの参加者数

は 110 名であった。 

 (2)公開講座にたいする今後の県民ニーズの把

握のために、県内の全教育委員会等に対する、公

開講座に関する実態・意向等調査を実施した。有

効回答数 22(回収率 39.3％)である。この調査結

果は、2015 年度以降に、分析のうえ、今後の県

民ニーズ等を考慮した公開講座の実施のために

使用することとした。 

(3)2015 年度以降の、今後対応可能な公開講座

リスト作成のために、これまでの公開講座に関す

る学内の実績(実施実績 142 件)およびシーズ(今

後可能件数 48件)調査を実施した。この調査結果

にもとづいて、2015 年度以降に、今後可能な公

開講座リストを作成して、2015 年度以降の公開

講座の効果的な実施のための根拠資料として使

用することとした。 

 

【地域課題研究部会】 

①具体的な地域課題の解決に向けた大学・学

部・個人の地域連携事業の枠組みを明確にするた

めの内規（「高知県立大学地域教育研究センター

地域連携事業内規」）を作成し、円滑な連携推進

に向けた制度基盤を確立した。 

②地域の重点課題に取り組んで行くために、全

学的に地域連携事業の募集をおこない、審査のう

 

Ｓ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え、４学部・１センターからの６つの事業を採用

した（１件 20万円）。 

③地域住民や行政と協働して、学生が主体的に

地域の課題解決に取り組む活動を支援するため、

地域教育研究センターでは地域の活性化を目指

す学生たちの主体的な取り組みである「立志社

中」を実施した。8プロジェクトが採択され、266

名の学生が参画し、地域課題の解決に向けて活発

に活動した。中間報告会と最終報告会を開催し、

活動の成果を検証するとともに、地域住民による

評価を受けた。 

また、教員とともに、学生ボランティア「イケ

あい」が「広島土砂災害復旧支援」に参加し活動

した。「イケあい」の活動は平成 25年度の「ぼう

さい大賞」に続き、平成 26年度消防庁長官賞を

受賞するなど、2年連続で全国的に高い評価を得

た。 

④教育委員会、学校現場と連携したボランティ

ア活動を継続し、また、精神科病院でのボランテ

ィア活動の呼びかけと参加を行い、活動を HPで

紹介した。また、高知医療センターとの包括的連

携事業を計画に基づき実施した 

⑤平成 25 年度後期に取り組んだ地域課題に関

するモデル事業の実施状況に関しては、県内の関

係機関に周知する目的で地域連携事業報告集を

作成し、発送した。 

 

①-２ 高知県産学官連携会議において、相互

の情報共有を図るとともに、本学の特

色を生かした研究や技術開発、人材育

成など、連携・協力を行う。（No.90） 

【産官学研究部会】 

①研究助成金申請３件 （平成 26 年度高知県

産学官連携産業創出研究推進事業 1件、平成 26

年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業育

成研究支援 1件、地域研究成果事業化支援事業１

件）について、申請を行った。 

②産学連携による地域企業への支援（RKC 放送 

子育て応援団すこやか 2014） 

③ホームページ研究者総覧の更新を終了した。 

④大学間の連携による研究活動（高知高専、高

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

② 短期大学の地域連携セン

ターでは、学内外の団体と

連携し、地域のニーズに応

えた公開講座などを実施

する。 

③ 健康長寿センターでは、

県民自らが健康を守る方

法を習得するために、専門

職者に対して最新の知

識・技術を発展させるため

に、県民対象の講習会、健

康相談等を実施し、地域住

民の健康づくりに寄与す

る。 

 

 

④ 高知医療センターとの包

括連携を強化し、地域住民

の健康づくりと専門職者

の力量アップに貢献し、協

働して災害対策など県下

の重要な課題に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知工科大学、高知大学との共同研究）を進めた。 

⑤食品生産管理高度化講座を実施し、地域食品

関連企業への食品衛生に関する情報の提供を行

った。また、学生の HACCP 管理士資格取得支援を

行った結果、38名の学生が資格を取得した。 

 

②-１ 短期大学の地域連携センターが中心

となって実施してきた学内の学術系サ

ークルなどと連携した公開講座等およ

び自治体との連携講座を継続・実施す

る。（No.91)  

地域連携センターが中心となって本山町と連

携・企画した公開講座を実施した。県立大学の地

域教育研究センターと共催で「地域活性化フォー

ラム」を実施した。 

 

Ａ 

 

③-１ 健康長寿センターでは、一般市民の健

康教育や、健康問題を抱える人々の生

活支援に関する公開講座や相談事業を

引き続き開催する。（No.92） 

①「地域医療フォーラム 2014～がんばらない

あきらめない在宅医療」を 1月 25 日に開催した。 

②第 6回みさとフェア 2014（11 月 23 日）に健

康啓発ブースを開設した。 

③大川村（10 月 4日）、津野町（11月 9日）、

高知市土佐山（２月 11日）の計 3か所で健康長

寿体験型セミナーを開催した。 

④高知医療センターと協働して「判断能力を欠

く患者に対する終末期医療―リビングウィルと

近年の動向―」を 1月 9日に開催した。 

 

 

Ａ 

 

 

④-１ 高知医療センターとの包括連携のも

とに、取り組むべき重要な課題について

検討し、連携事業を企画・実施する。

（No.93） 

 ①包括的連携協議会を 3回開催（5月 20 日、

10 月 9日、2月 12 日）するとともに、ＳＰ参加

型医療コミュニケーション研修を6月7日に実施

した。 

②岡山ＳＰ研究会が開催するＳＰ養成講座に

本学から教員 1名が参加し、修了した。 

③SP 研究会を 9月 30 日に開催した。スキルズ

ラボ新規配備機器を紹介した。 

④高知医療センター院内学術集会（11月 15日）

において「高知県立大学立志社中健援隊です」を

発表した。 

⑤高知医療センターと協働して「ＮＩＣＵにお

けるファミリーセンタードケア」を 3月 7日に開

催した。 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 地域に開かれた大学とし

て、夜間や休日等、社会人

を対象とする公開講座や

リカレント教育を提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-２ 高知医療センターと共に取り組んで

いる災害対策について、平成 25年度の

災害訓練の反省を踏まえ、更に現実的

な訓練を立案・実施することにより、

潜んでいる課題や問題点を抽出し、そ

れらの分析を通し更にマニュアル類を

洗練化する。また、一連の活動を研究

成果として発表する。 (No.94)  

 ①高知医療センター災害対策委員会へ継続し

て参加し、情報・課題の共有や問題提起等を行っ

た。また、高知医療センターと協働で、研修会を

企画実施するとともに、合同災害訓練を実施し、

評価した。 

②DNGL と協働し災害研修会を定期的に開催し

た。 

 ③高知県立大学で担当したグリーンエリアに

ついて、災害に関する国際会議で研究発表した。 

 

 

Ａ 

 

 

⑤-１ 教育関係機関等と連携して、小中高教

員や専門職を対象としたリカレント公

開講座を引き続き開講する。（No.95） 

【生涯学習部会】 

(1)生涯学習部会委員が、それぞれの所属する

学部でリカレント講座の開催に協力した。 

(2)2015 年度以降の、今後対応可能なリカレン

ト講座リスト作成のために、これまでのリカレン

ト講座にかんする学内の実績(実施実績 164 件)

およびシーズ(今後可能件数 51件)調査を実施し

た。この調査結果にもとづいて、2015 年度以降

に、今後可能なリカレント講座リストを作成し

て、2015 年度以降のリカレント講座の拡充のた

めの根拠資料として使用することとした。 

【看護学部】 

平成 26 年 8月に養護教諭免許更新講習会を企

画実施した（受講生のべ 28名）。 

平成 26 年 9月に地域型保育事業人材育成研修

（認定研修）を実施した（受講生のべ 10名）。 

 

 

Ａ 

 

⑤-２ 公開講座、リカレント講座、県民開放

授業等の社会人を対象とする事業を実

施する。 (No.96)  

永国寺および池キャンパスにおいて社会人を

対象とする県民開放授業を実施し、延べ８０名

(永国寺７８名・池２名)の受講生を受け入れた。 

また、履修証明プログラムを実施し、｢土佐学

プログラム｣に２名の履修生を受け入れ、２名と

も履修証明書を交付した。 

 

 

Ａ 

 

⑤-３ 教育研究成果に係る情報提供を充実

させながら、地域住民のニーズを取り

入れた地域住民参画型の公開講座等を

【生涯学習部会】 

地域住民のニーズをとりいれた地域住民参画

型の公開講座(地域活性化フォーラム)を１回実

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 県内外の他大学及び関係

機関等との教育・研究等に関

して協力・連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き実施する。（No.97） 

 

 

 

施し、110 名の参加者を得た。 

【短期大学】 

本山町における住民参加型の公開講座を「まち

かつＰＪ」とも連携して実施した。 

 

⑤-４ 県民や卒業生を対象としたキャリア

開発支援について、平成25年度の実施

結果を踏まえ、さらに効果的な内容を

検討する。（No.98） 

卒業生を対象としたキャリア支援講座として、

東京アカデミー管理栄養士国家試験対策講座を

実施した。(一般参加 9名）また、既卒者のため

に資格取得のための図書を整備した。   

                                     

 

Ａ 

 

⑥-１ 研修会や学会研究会等の開催にあた

り、県内および近隣県の他大学及び関

係機関等との協力・連携を引き続き図

る。（No.99） 

【文化学部】 

高知県教育センターと共催して、現職教員を対

象とするリカレント講座を 6講座開催した。 

【看護学部】 

① 高知県新任期保健師研修会のフォロー研

修を実施した。（新任保健師 27名対象） 

② 高知県保健師交流大会の 1 月開催に向け

て、3回打ち合わせ会へ参加し、企画に参画した。 

③ 介護職員による痰の吸引等の研修（2日間

計 4 回）、実地研修 2 回、指導者研修 6 時間を 1

回実施した。 

④ 高知県看護協会と地域災害支援ナース育

成事業を共催し、県下 6 カ所で研修会を実施し

た。 

⑤ 『保健活動ガイドライン』の普及と、『南

海地震時市町村保健活動マニュアル』作成支援と

して、黒潮町、いの町の支援を行った。 

⑥ 中山間地域の在宅医療の課題解決に向け

て、高知県に訪問看護師育成のための企画申請に

学部教員が参画し、健康長寿センターに寄附講座

が設けられることとなった。 

【社会福祉学部】 

公立大学社会福祉学系学部の協力を得て、「第

20 回 公立大学協会社会福祉学系連絡会」を 11

月 8日に池キャンパスで開催した。 

【健康栄養学部】 

食の安全について、リスクに向き合う姿勢が重

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要であると考えられることから、これに関する公

開講座を県や関係団体の後援を得て開催した。 

医療センターとの共同研究のあり方を前向き

に検討した。 

【看護学研究科】 

①中国・四国「がんプロフェッショナル養成基

盤推進プラン」のがん高度実践看護師コースの幹

事校として、7月と 12 月に岡山大学、広島大学、

徳島大学、山口大学と連携して「緩和ケアと高度

な看護実践」をテーマにインテンシブコースⅡを

開催し、約 900 名の参加者を得た。また、本学独

自のインテンシブコースⅠとしての 15 日間の在

宅がん看護研修を高知県内の専門職者と連携し

て開講し、10名の研修生が修了した。 

②県内外のがん高度実践看護師（APN）を講師

として招きセミナー7回、がん診療診療連携拠点

病院と協働した学習会 5回を開催した。 

 

⑥-２ 現場実習の受託先である保健医療福

祉施設や行政機関などと緊密に連携し

て効果的な教育研究活動を実施するた

めに、実習現場と実習調整会や評価を

開催する。（No.100） 

 

 【看護学部】 

臨床実習委員会を中心に、効果的な実習が行え

るように、施設を訪問し実習要項、本学の教育理

念・教育課程等の資料を配布し、課題について話

し合いを持った。複数の教育機関が実習依頼して

いる施設とは、実習調整会を１～2回実施した。

次年度の助産看護実習の学生受け入れ人数確保

のために看護部、及び他学との実習調整会議にお

いて調整し、確保した。また、養護実習において

高知市小・中・特別支援学校長会との連絡会を実

施し、実習調整会・評価会を実施した。 

【社会福祉学部】 

相談援助、精神保健福祉援助、介護の実習受託

先である施設・機関との現場実習連絡協議会を開

催して、現場の実習指導者と連携し、評価の問題

点を確認しながら実習教育を円滑に実施した。 

【健康栄養学部】 

医療センター、保健所などと臨地実習について

の課題を協議し、実施時期の変更や指導内容の改

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

善を行った。 

【看護学研究科】 

臨床実習委員会を中心に、実習が円滑に行なえ

るように、看護学部/看護学研究科の委員が施設

訪問をし、大学院実践演習の課題について話し合

った結果を各領域にフィードバックした。各領域

の実践演習においては、実習前中後で 3回～６回

は効果的な実習運営のための検討会、事前説明

会、中間評価会、最終評価会を実施した。 

 

（２）県内の大学及び高等学校等との連携に関する目標を達成するための措置 

① 県内の高校等と連携し

て、高校生の学習意欲の向

上や進路選択に資する協

力・連携を図る。 

 

 

② 県内の大学等と連携し

て、教育・研究等に関して

協力・連携を図る。 

 

 

 

 

 

①-１ オープンキャンパスや高校生を対象

とする公開講座等をはじめ、入試や学

部の教育、キャンパスライフ等に関す

る情報提供を積極的に行う。（No.101） 

全学のオープンキャンパスを実施（8月 31日）。 

キャンパスツアー（看護学部）、365 日オープン

キャンパス（健康栄養学部）を随時実施。高校生

を対象とする公開講座を実施（社会福祉学部：8

月 2日、文化学部：6月 21 日、8月 31 日）。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 高知県立大学地域教育研究センター

と高知短期大学地域連携センターとの

協力体制を強化し、生涯学習事業を充実

させる。(No.102) 

高知県立大学地域教育研究センターと高知短

期大学地域連携センターが連携して、公開講座と

して地域活性化フォーラムを１回実施し、110 名

の参加者を得た。 

 

Ａ 

 

②-２ 教育関係機関等のニーズを把握し、連

携可能な教育機関等と連携し、公開講座

や出前講座を実施する。（No.103) 

【生涯学習部会】 

(1)県内の 9校の高等学校からの要請を受け

て、18名の教員を派遣して出前講座を実施した。 

(2)2015 年度に向けて今後可能な出前講座リス

トを作成するために、学内の出前講座実績(実施

実績件数 106 件)およびシーズ(今後可能件数 52

件)調査を実施した。この調査結果にもとづいて、

2015 年度に、今後可能な出前講座リストを作成

して、2015 年度の出前講座の拡充のための根拠

資料として使用する。 

(3)2015 年度以降の、今後対応可能な公開講座

リスト作成のために、これまでの公開講座にかん

する学内の実績(実施実績 142 件)およびシーズ

(今後可能件数 48件)調査を実施した。この調査

結果にもとづいて、2015 年度以降に、今後可能

な公開講座リストを作成して、2015 年度以降の

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

教育機関等と連携した公開講座の効果的な実施

のためにも活用することとした。 

【短期大学】 

学生募集停止にともない、県立大学に協力する

取り組みを進めた。 

 

（３）国際交流に関する目標を達成するための措置 

① 留学生及び海外からの研

究生・研修生を積極的に受

け入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 国際協力機構等が行って

いる途上国への技術協力

や連携事業、研修員受入れ

等を支援する。 

 

 

③ 姉妹校提携校の拡大等、

学生が短期のみならず長

期の海外派遣を推進する

ために、留学に関する教育

指導や情報提供などの支

援体制を充実させる。 
 

①-１ 留学生や研修生の継続的な受け入れ

を目指し、留学生のための日本語教育

等の教育・研究環境の整備及び本学学

生との交流促進のために、国際交流会

館等の設置を検討し、受入体制の一層

の充実を図る。(No.104) 

 私費外国人留学生及び交換留学生に対して一

定の日本語教育環境を保証した。北京聯合大学旅

游学院、文藻外語大学、ヴェネツィア大学からの

留学生を受入れ、全学的な受入支援体制を継続し

た。 

各学部・研究科と協力して留学生受入れに伴う

支援体制の整備を図るとともに、本学学生との交

流促進のために国際交流会館等の設置を検討し、

受入体制の一層の充実を図った。 

DNGL 入試で、1名の外国人留学生の合格が決定

したことにより、留学生受入れ環境の整備が進

み、今後の継続的な受入れに向けて課題が整理さ

れた。 

また、私費留学生入試で、2名（学部）の外国

人留学生の合格が決定した。次年度からの留学生

受入れ環境の整備を継続して進めることとした。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 高知県内における国際交流推進に向

けた方策を検討し、継続して実施する。

(No.105) 

 

 

 

【県立大学】 

（財）高知県国際交流協会等と協力し、留学生

を含む在高の外国人に対する防災訓練を実施し

た。また、「外国人留学生を災害から守るために」

と題し、県内国際交流関係事務担当者会を開催

し、防災に向けた留学生支援の意見交換を行っ

た。 

【短期大学】 

(財)国際交流協会とも協力し、非正規科目とし

て開放講座・日本語講座（中級）を継続開講し、

日本語講座受講生と短大学生との交流を２回実

施した。また国際交流ワークショップとして「バ

ークレイでみたアメリカの暮らしと大学」を実施

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。 

 

③-１ 平成 25 年度に実施した派遣及び受入

れ留学生のニーズ調査の結果を整理

し、今後のプログラム改善や支援体制

の強化に向けて引き続き取り組む。

(No.106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度のアンケート等に基づき、留学生に対す

るチューターの活用や支援体制の充実を行った。

また、学生への協定校に関する留学までの流れや

留学内容を整理し情報提供した。 

留学募集内容について、各学部でのオリエンテ

ーションや説明会、報告会、個別の通知、掲示板

の活用などで周知を図った。また、派遣留学・研

修生に対する安全管理マニュアルの周知を図っ

た。 

留学に対する情報提供を年度当初と募集時期

の 2回行った。留学直後の留学報告会を開催し、

在校生の留学への関心を高める機会とした。 

私費留学生入試で、2名（学部）の外国人留学

生の合格が決定した。次年度からの留学生受け入

れ環境の整備を継続して進めることとした。（再

掲） 

 

 

Ａ 

 

③-２ 拡大しつつある協定校との交流を維

持するとともに、大学間の交流を一層

活性化する。また、私費留学生の確保

と受入れに向けて準備を進める。 

(No.107)  

【県立大学】 

①各学部・研究科と協力して、協定校や協定予

定大学に対して実施可能なプログラム（派遣・受

入）の開発を継続するとともに、課題を検討した。

文藻外語大学との交流協定を更新した。 

②私費外国人留学生の確保に向けた広報物を 

作成し、国内の日本語学校に配布した。 

③協定校の留学生と学生との交流を図るとと

もに、私費外国人枠で入学した 2名の留学生（1 

回生）に対して、学年担当教員や国際交流委員に

より、関係各学部での支援体制を整えた。 

 ④本学の受入れ留学生（3か国 3大学）や本学

の外国籍の学生との交流の機会を全学的に作り、

学生交流会やランチ、県内旅行など学生同士で交

流を行った。また、高知県内の他大学の留学生と

の交流の機会へ学生が参加した。 

⑤留学生向け災害対策講習にて看護学部の学

生が応急処置についての講習を行い、多文化多言

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

 

④ 国際的研究や国際的な視

点からの教育を促進する

ために、海外からの客員教

授及び研究者の招聘を進

める。 

語への学生への防災教育に携わった。 

  

 

④-１ 国際的に活動をしている臨床教授・客

員教授および研究者を招聘し、教員・

学生の学術的・国際交流を実施する。

（No.108） 

①昨年度は政治的な情勢により実施できなか

った、タイでの国際ソーシャルワーク研修を実施

し、その中でタイの大学との交流を検討した（社

会福祉学部）。 

②Baker 先生（カリフォルニア州立大学）によ

る公開講座を１月 22日「発達障害について-子ど

もと家族への支援」(参加者 52 名）、１月 23 日「養

護教諭のためのメンタルヘルストレーニング」

（参加者 36名）を開催した。また、高知県内の

学校関係機関に対して広報し参加を呼びかけた

（看護学部・看護学研究科）。 

③本年度も引き続き、Pamela Minarik 先生の

特別講義を開催した(6/28 Consultation: Theory 

and Practice：M1･2 計 19 名、D計 3名、修了生

3名、教員 11 名出席）（看護学部・看護学研究科）。 

 

 

Ａ 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

① 法人化のメリットを生か

した効率的で適正な業務

運営を図るために、理事

会、経営審議会、教育研究

審議会を設置して、経営と

大学の教育研究を適切に

分担させ、理事長が迅速に

意思決定できる体制を整

備する。 

 

 

 

 

 

 

①-１ 経営と教学とが適切な役割分担を行

えるよう、必要に応じて業務体制の見

直しを行う。(No.109)  

役員及び外部有識者による経営審議会を設置

し、経営に関する年度計画、予算等について年間

５回開催し、審議した。 

また、学内教員等による教育研究審議会を設置

し、教学に関する中期計画、年度計画、教員の採

用、入試判定及び学籍関係等について、県立大学

は 18回、短期大学は 13回開催し、審議した。 

 

 

Ａ 

 

①-２ 業務運営を円滑に行うことを目的に、

各大学で部局長会議および役員会を定

期的に実施し、審議事項の調整及び協

議、連絡事項の報告を行う。 (No.110) 

 

 

各大学に部局長会議を設置し、経営および教育

研究を円滑に行うために必要な連絡、調整及び協

議を行った。 

また、役員会を設置し、各会議の議題整理と大

学の運営に係る重要事項について調整を行うな

ど、理事長（学長）のリーダーシップのもと意思

決定の迅速化を図り、効率的で適正な業務運営に

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

② 学外の有識者や専門家を

理事及び経営審議会委員

に登用することで、法人経

営及び大学運営に外部の

意見を反映させるととも

に、学生や卒業生の意見を

大学運営に活かす制度を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 各委員会組織や所掌事務

の見直しを行うなど、教員

と一般職員が一体となっ

て事業の企画、立案、執行

に参加できるシステムを

構築する。 

努めた。 

 

②-１ 引き続き学外有識者を理事及び経営

審議会委員へ登用して、法人経営及び

大学運営に外部の意見を反映する。

（No.111） 

 

 前年度に引き続き、外部から理事３名及び経営

審議委員１名を登用し、法人経営及び大学運営に

外部の意見を反映させた。 

 

Ａ 

 

②-２ 学生の意見、提案を大学運営に活かす

制度を引き続き実施するとともに、必要

に応じて改善を図る。（No.112） 

 

 隔年実施となっている学生ニーズ調査につい

て、前回調査で問題点を明らかにできなかった項

目については、調査項目を追加し調査を実施した

（回収率 86.7％）。学部毎に集計するなど、集計

方法を検討し報告書を作成し、次年度に分析、課

題への対応策の検討を行うこととした。要望に対

してはできるところから対応し、街灯の設置や南

駐車場の舗装部分の拡大については、次年度以降

に検討を継続することとした。 

また、「オピニオンボックス」に投函された学

生の質問や要望について、トイレに便座クリーナ

ーを設置する等、適切に対応し、その対応及び回

答内容を公表した（7件）。 

  

 

Ａ 

 

③-１ 各委員会組織や所掌事務の見直しを

必要に応じて検討する。（No.113） 

地域と大学が協働して地域を再生・活性化しな

がら人材を育成する「域学共生」を実現するため

に、域学共生コーディネーターの雇用等により地

域教育研究センターの機能を強化した。 

 

 

Ａ 

 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

県立大学及び短期大学の教

育研究組織のあり方につい

て、課題を明確にするととも

に組織的な見直しを行う。 

 

現代社会のニーズに対応した教育及び研究

を実践し、社会の要請に対応していくために、

文化学部の拡充の検討及び教育研究組織の継

続的な見直しを行う。（No.114） 

①平成27年度から文化学部の入学定員を80名

から 150 名に増員し、昼間の学生を対象とする

「言語文化系」、「地域文化創造系」と、夜間主の

学生を対象とする「文化総合系」の設置を決定し

た。 

②学長を中心とする大学ガバナンス改革の実

現に向けて、県立大学及び短期大学の学則、教授

会規程を初めとする諸規程を改正した。また、全

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

学的な課題に対応するために、新たに学長特別補

佐を設置することとした。 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

① 任期制等の多様な任用制

度の検討を踏まえて、優秀

な教員や一般職員を確保

し、育成する仕組みを整備

する。 

 

 

 

 

 

② 職員の努力や成果を適正

に評価するシステムを構

築する。 

①-１ 一部の教職員について引き続き任期

制を実施する。（No.115） 
 引き続き、教員の選考審査及び一般職員の採用

にあたり、任期制による採用を実施した。 

 

Ａ 

 

 

①-２ プロパーの一般職員の採用について、

前年度の課題を整理し、さらに説明会等

による広報活動も積極的に行いながら

実施する。 

   また、優秀な契約職員を準職員に登用

することで、本人のやる気と能力を引き

出し、組織の活性化を図る。（No.116） 

プロパー職員の採用試験を実施し、４名を採用

した。 

また、組織の充実、活性化を図るため、選考に

より契約職員から準職員３名を採用した。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 教員の努力や成果を評価するため、教

員評価制度を導入・実施する。（No.117） 

 

教員評価委員会を中心に教員評価制度の導

入・実施について検討を重ね、平成 25 年度の教

育研究活動を対象とする試行を経て、高知県立大

学及び高知短期大学における平成 26 年度の活動

を対象に本格実施を行った。 

 

 

Ａ 

 

 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

① 効率的、効果的な事務処

理ができるよう、事務組織

及び業務分掌の見直しを

行うとともに、業務支援シ

ステムの導入やネットワ

ーク化を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般職員の専門性を高め

るため、法人独自の一般職

①-１ 効率的、効果的な事務処理ができるよ

う、事務組織及び業務分掌の見直しを引

き続き行う。（No.118） 

 高知工科大学との法人統合を踏まえて、池、永

国寺キャンパスの業務量の把握等を行い、事務組

織の見直しを行った。 

  

 

Ａ 

 

 

①-２ 高知工科大学との法人統合と永国寺

新キャンパス整備の両方を踏まえて、業

務支援システム及び学内ネットワーク

の整備及び構築を行う。 (No.119) 

法人統合と永国寺キャンパス整備のための高

知工科大学との情報処理に関する WGを定期的に

開催し、仕様の決定、業者の選定、業者との打ち

合わせ等、必要な検討を柔軟に行った。 

その結果、情報システム・ネットワーク関連会

社 20社と計 52 件の契約を締結し、綿密な打合せ

のもと業務支援システム及び学内ネットワーク

を構築した。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 関係機関等の行う研修制度や法人独

自の研修に積極的な参加を促し、スタッ

・関係機関等の研修・セミナー 

 34 件 のべ 65 名参加 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

員の採用、育成を計画的に

行うとともに、業務の特殊

性などに配慮しつつ、スタ

ッフディベロップメント

を推進する。 

フディベロップメントを推進する。特

に、新任 1～2 年目の一般職員について

は強化する。（No.120） 

・法人独自の研修 

  2 件 のべ 84 名参加 

 

②-２ 効率的、効果的な事務処理を行うた

め、事務組織・事務分掌等の見直しを行

うとともに、業務支援システムの見直し

等検討する。（No.121） 

 教務事務の効率化、学生サービス向上に向け

て、事務組織の見直しを行うとともに、教務シス

テムの更新及び証明書自動発行機の導入を行っ

た。 

 

Ａ 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項を達成するための措置   

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

① 競争的資金の応募件数と

採択率の向上を図るため

に、各種制度や申請手続き

の周知を行うとともに、研

究成果の概要及び成果に

ついて、学外への発信に努

め、受託研究費や奨学寄附

金の増額に努める。 
 
 
 
② 外部資金の獲得に向け

て、各部局は目標を設定

し、採択件数の増加を目指

す。 

①-１ 競争的資金の応募件数と採択率の向

上を図るために、これまでの活動を基

に周知方法等の充実に向けた検討を行

う。（No.122） 

 学内教員に対する公募情報の周知方法等を検

討し、公募元より紙媒体等で送られてくる情報を

随時、メールで全教員に発信した（4～3 月、計  

54 回、全 69 件を発信）。 

 

 

Ａ 

 

 

①-２ 研究成果の概要及び成果について、よ

り効果的な学外への発信に努め、受託

研究費や奨学寄附金の増額に努める。

（No.123） 

 

大学研究者総覧のホームページへの掲載や、高

知県産業振興センターとの連携等により、学外へ

の発信を行った。 

 積極的に活動した結果、受託研究・奨学寄付金 

等 9件の外部資金を獲得した。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 県立大学の各部局及び短期大学はそ

れぞれ科学研究費助成事業等の申請目

標を設定し、積極的に応募する。

（No.124） 

 科学研究費助成事業の申請について応募説明

会を開催するなど、応募件数の増加に向けた取り

組みを行い、教職員の努力の結果、応募件数は県

立大学が 43件、短期大学が７件で、応募可能な

教員の 7割以上が応募した。 

 このうち、県立大学の採択件数は 26件となり、

約 51％の採択率は、全国の大学において有数の

実績である。（再掲） 

 

 

Ａ 

 

 

２ 経費の効率的な執行に関する目標を達成するための措置 

予算の執行に当たっては、

役職員一人ひとりが、コスト

意識を持って、管理業務の効

率化などの創意工夫を凝ら

し、重点的かつ効率的な運用

①-１ 引き続き理事長は、定期的に財務状況

の分析を行う。（No.125） 

 人材派遣会社から会計事務の経験があり能力

が高い人材の派遣を受け、正職員とともに業務に

従事させることにより、法人の会計処理業務を効

率的に進めることができた。 

外部監査法人、法人監事による定期監査の報告

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や意見交換等により財務情報の収集・分析を行っ

た。また、予算執行状況等に関する報告資料によ

り、定期的に財務情報の分析を行った。 

①-２ 使用エネルギーを把握し、省エネ意識

の啓発を行うとともに、法人全体で使用

エネルギーの抑制を図る。（No.126） 

①オープンキャンパスや入試等の大きな行事

では、電気保安協会等と連携し、節電計画の立案

やデマンド監視要員の配置等により節電を図っ

た。 

 ②空調機器の保守点検を重点的に実施し、消費

電力の削減を図るとともに、空調監視システムの

整備により節電と効率的な管理体制を構築した。 

 ③大学全体の取り組みとして、室温設定、クー

ルビズ、ウォームビズ等の実施により、省エネ意

識の啓発を図った。 

④NPO 法人「エコ・リーグ」が実施した「第 6

回エコ大学ランキング」において、池キャンパス

が「再生可能エネルギー導入率部門」で第 3位に

なった。 

 

 

Ａ 

 

①-３ 予算の執行に当たっては、常に費用対

効果の観点から優先順位をつけ、適切な

管理執行に努める。（No.127） 

 予算執行状況を定期的に調査し、計画的、効率

的な予算執行を促した。 

施設管理や固定資産導入等では、優先順位を付け

て適切な予算管理を図った。なお、施行目的が不

明瞭な場合は、理由書等を徴求することで、執行

の適正化と意識付けを図った。 

 

 

Ａ 

 

 

①-４ 業務内容や業務の実施体制の見直し

を検討し、業務の効率化を図る。

（No.128） 

 会計業務処理にあたっては、業務手順等を整理

することで、効率的な事務を行った。 

 

Ａ 

 

 

 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

① 定期的に資産状況を点検

し、適切に運用管理を行う

体制を整備する。 

 

 

 

①-１ 定期的に資産状況を点検するととも

に、大学の諸施設が教育研究等の大学

運営に有効に活用されるよう、地域等

への施設貸し出しのあり方について検

討を行う。（No.129） 

 資産の減損に関する規則を整備し、施設の利用

目的や使用状況等についての整理、把握を行っ

た。また、施設の予約状況等を事務局全体で随時

把握できる体制とし、教育研究等の大学運営に支

障がない範囲で、学外者へ貸出を行うことによ

り、施設の有効利用に努めた。 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

② 資金の運用管理は、安全

性、安定性に十分配慮し、

適正かつ効果的な運用を

図る。 

 

②-１ 資金計画を定め、安全性、安定性に配

慮し、適正な資金管理に努める。

（No.130） 

 資金計画表を作成し、その計画に基づき適正な

執行を図るとともに、週毎に必要資金と手持資金

の把握管理を行い、適正な資金繰りを行った。ま

た、手持現金の圧縮を図り、譲渡性預金及び定期

預金など、地独法で認められた範囲内での短期運

用を行った。 

 

 

Ａ 

 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置  

１ 自己点検評価及び第三者評価に関する目標を達成するための措置 

① 大学の基本理念と長期的

目標を実現するため、自己

点検・評価のための全学的

組織を設置する。 
 
 
 
 
 
 
② 大学の教育研究活動全般

において、認証評価機関に

よる評価を受け、結果を積

極的に公開するとともに

各学部、部局の教育活動及

び業務内容の改善を図る。 
 

①-１ 引き続き年度計画の達成状況及び中

期計画の進行状況について、法人の自己

点検・評価を実施する。（No.131） 

年度計画の達成状況及び中期計画の進行状況

を把握するために、進捗管理シート（プログレス

シート）により管理を行った。 

進捗管理シートは、定期的に集約を行い、業務

実績報告書に取りまとめるなど、計画的な業務運

営を行った。 

短期大学においては、教育研究審議会で確認

し、年２回開催する教育研究検討会議で全学的に

自己点検・評価した。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 次回の認証評価機関による評価に向

けて、自己評価・点検運営委員会を中心

に、県立大学全体で準備に取り組む。

（No.132） 

 平成 27 年度に受審する認証評価に向けて、自

己点検・評価運営委員会を中心に全学で検討を行

い、1月の草稿提出を経て、３月末に大学基準協

会に点検・評価報告書等を提出した。 

 

 

Ａ 

 

２ 情報公開等に関する目標を達成するための措置 

① 法人及び大学の教育研究

活動や運営状況について、

積極的な公開・提供ができ

る体制を整備する。 

 

② 法人が保有する個人情報

保護に関する体制を整備

する。 

 

①-１ 大学全体として広報活動を積極的に

実施する。（No.133） 

 大学案内等に加えて、テーマ別の最新情報を内

容とする広報誌を４誌発行した。また、発信力を

強化するために、大学ホームページの抜本的なリ

ニューアルを行った。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 法人が保有する学生・職員等の個人情

報の保護について適切な管理を行うた

めに、漏洩、紛失等を防ぐ対策の検討を

行う。（No.134） 

 個人情報保護方針に基づき、個人情報の適切な

管理を行った。 

 

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

第６ その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置 

１ 施設及び設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置 

適切な維持管理のもと、施

設及び設備を定期的に調査・

点検し、教育研究環境の維

持・向上に努める。 

施設及び設備は、適切な維持管理を行うと

ともに、定期的に調査・点検し、必要な更新

等を行う。（No.135） 

 施設及び設備は、計画的な維持管理を行うとと

もに、定期的に調査・点検を行い、必要な更新等

を行った。また、日々の周回点検により、異常箇

所の早期発見に努めた。 

 

Ａ 

 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

① 労働安全衛生法その他の

関係法令等に基づく安全

衛生管理体制を整備する

とともに、災害や緊急時の

危機管理体制を整備する。 

 

② 学生の生活の安全確保並

びに緊急時の的確な対応

のために、学内の危機管理

体制の充実・強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-１ 法令に基づく安全衛生管理体制や災

害・緊急時の危機管理体制をさらに整

備する。（No.136） 

 産業医や労働安全衛生管理者を配置するとと

もに、労働衛生委員会を開催するなど、法令に基

づく安全衛生管理体制の運用を行った。 

 また、災害時の危機管理体制については、防災

プロジェクトで検討を行った。 

 

 

Ａ 

 

 

②-１ 各キャンパスの状況に合わせ、防災や 

   危機管理のマニュアルを点検し、随時

見直しを行う。（No.137） 

消防計画を策定するとともに、各キャンパス等

の状況に合わせ、危機管理マニュアル等を点検し

見直しを行った。 

 

 

Ａ 

 

②-２ 職員や学生が参加する防災訓練を実

施する。(No.138) 

 

 

 

池キャンパスでは、11月 22 日、医療センター

と共同で、教職員、学生、地域住民が参加した災

害訓練を実施した。 

また、12 月３日に津波避難訓練を教職員、学

生参加のもと実施した。 

永国寺キャンパスでは、7月 23 日に県立大学

が、11月 26 日に短期大学が避難訓練を実施し、

1月 14 日には合同で消防訓練を実施した。短期

大学では昨年度に引き続き障害者支援訓練も行

った。 

 

 

Ａ 

 

 

②–３ 暴力・防犯などの危機管理に関する能

力を培うことができるように、警察の協

力を得て、できるだけ多くの学生が参加

できる講演会を開催する。（No.139） 

 

①4月に新入生向け、全学部全学年向けに交通

安全講習会を 3回開催した。また、6～7月に全

学部、学年対象の自転車交通安全講習会を 4回開

催した。 

②薬物乱用防止啓発講習会を 2回開催した。 

③街頭で交通安全指導を行い、不審者について

は、メールや掲示等による情報の周知を行った。 

④信号機設置要望書を提出した。また、トンネ

 

Ａ 
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

 

 

③ 災害に関する拠点として

の役割を担うため、災害に

強い大学としての体制整

備等を行う。 

 

ル入り口へのライト点灯看板の設置要望を行い、

看板が設置された。 

③-１ 平成２５年度開催の研修会や訓練で

の課題を活かし、災害プロジェクトを推

進する。また、防災・減災に関する公開

講座や生涯学習等を開催する。（No.140） 

 

 

①高知県看護協会と『地域災害支援ナース育成

事業』を共催、県下 6カ所で研修会を実施した。         

②『保健活動ガイドライン』の普及と、『南海

地震時市町村保健活動マニュアル』作成支援とし

て、黒潮町、いの町の支援を行った。 

③法人災害対策プロジェクトで、全学学生を対

象に「南海地震対策オリエンテーション」を行っ

た。         

④6月に中国で開催された WSDN（第 3回世界災

害看護学会）で、学生活動関係の１題を発表する

とともに、教員の研究・社会活動関係４題をポス

ター発表した。 

 

 

Ａ 

 

 

３ 人権尊重及び法令遵守に関する目標を達成するための措置 

① 各種ハラスメントをなく

すための相談体制を整備

するとともに、職員を対象

に人権に関する研修会を

開催し、人権尊重の意識向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 法人の社会的信頼性及び

業務遂行の公正性を確保

するためのコンプライア

ンス推進体制を整備する。 

 

①-１ 職員の人権尊重の意識向上のために

研修会を開催するとともに、相談窓口

を設置し、学生・職員問わず相談に応

じられる機能の充実を図る。（No.141） 

 

 

【県立大学】 

①人権委員会による研修（9/30 参加者 104

名）、部局ごとに研修（計 6回 参加者 136 名）、

学生向け人権尊重に関する研修会（参加者 79名）

をそれぞれ実施した。 

②池及び永国寺に相談窓口と相談員を設置し、

学生等からの相談に応じる体制を整備した。ま

た、人権委員会を 1回開催した。       

【短期大学】 

学生にハラスメント防止の啓発のためにリー

フレットの配布を行った。 

9 月 30 日に開催された高知県立大学人権委員

会主催の研修会へ教職員に参加を呼びかけ、６名

参加者した。 

 

 

Ａ 

 

②-１ 法人の不正行為等の発生抑制、早期発 

見及び是正を図るため、公益通報者保護

体制を引き続き維持するとともに、必要

に応じて見直しを行う。（No.142） 

高知県公立大学法人公益通報者保護規程に基

づき、同制度による対応を継続した。 

 

Ａ 

 

②-２ 本学の研究が、社会からの信頼を得ら 研究倫理指針を定めるとともに、本学の研究を   
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中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗状況） 
自己

評価 
特記事項 

れるよう、研究者の研究の立案、計画、

申請、実施及び報告などが適正に推進

されるよう、法人内で研究倫理指針の

徹底を行う。 (No.143) 

同指針に沿って適切に行うために、研究倫理審査

委員会規程を改正し、同委員会の体制を充実強化

した。 

Ａ 

②-３ 競争的資金等の管理にかかる責任体

系を明確にして、適正な運営・管理の

環境整備を行う。（No.144） 

国が定めたガイドラインの趣旨を踏まえ、「高

知県立大学における公的研究費の不正防止計画」

を策定し、研究費を適切に運営及び管理すること

とした。 

 

 

Ａ 

 

４ 環境保全等に関する目標を達成するための措置 

法人の社会的責務として、

環境に配慮した省資源、省エ

ネルギー対策に努める。 

 

リサイクルや分別の徹底を図るとともに、

冷暖房の設定温度の管理等により節電に努め

るなど、環境に配慮した取り組みを進める。

（No.145） 

 

 引き続き、リサイクルや分別の徹底を図るとと

もに、冷暖房の設定温度の管理等により節電に努

め、環境に配慮した取り組みを進めた。 

 

Ａ 

 

 

 

５ 法人の在り方に関する目標を達成するための措置 

社会の変化と県民ニーズに

柔軟に対応できる大学運営を

行うため、高知県とともに法

人のあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

① 社会の変化と県民ニーズに柔軟に対応で

きる大学運営を行うため、高知工科大学と

の法人統合に向けて、県及び高知工科大学

と協議を行いながら、円滑な統合を図る。

（No.146） 

公立大学法人高知工科大学との法人統合に向

け、新たに高知工科大学と統合後の法人本部が使

用する永国寺キャンパスの整備とその運用につ

いて調整を図りつつ、両法人で異なる人事制度や

組織、規程やシステムなど多岐にわたる多くの困

難な課題について、関係者と精力的に協議・調整

等を進めた結果、我が国初となる公立大学法人の

統合を平成 27年 4月に実現した。 

 

 

Ｓ 

 

② 県立大学生活科学部の廃止に際して、同

学 部 の 歴 史 的 意 義 を 明 ら か に す る 。

（No.147） 

平成 27 年に本学の創基 70年を迎えるにあたり、

同学部の歴史的意義を総括する機会を設けるこ

ととした。 

 

 

Ａ 

 

③ 創設 60 年を経過し、発展的解消という新

たな方向が確定している短期大学は、その

歴史的な役割を明確にするために『短大 60

年史』を編集・発行する。（No.148） 

短大の 60 年史編集作業を進め、年度末『高知

短期大学 60 年史－働くもののための大学づくり

をめざして－』870 部を印刷・発行し、関係者、

関係機関に送付した。 

 

 

Ａ 

 

 


